
秦
の
隷
属
身
分
と
そ
の
起
源

i
隷
臣
妾
問
題
に
寄
せ
て
i

籾

山

明

【
要
約
】
　
《
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
》
に
見
え
る
〃
隷
臣
妾
”
と
は
、
従
来
説
か
れ
て
き
た
よ
う
な
町
奴
碑
を
表
わ
す
身
分
で
も
、
ま
た
単
な
る
労
役
刑
徒
で

も
な
い
。
そ
れ
は
、
戦
圏
社
会
に
階
級
分
化
の
結
果
と
し
て
析
出
さ
れ
て
き
た
学
識
碑
、
す
な
わ
ち
〃
臣
妾
”
を
前
提
と
し
て
秦
国
で
設
定
さ
れ
た
法
的

身
分
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
〃
臣
妾
”
と
同
様
、
爵
制
秩
序
か
ら
排
除
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
刑
罰
と
し
て
の
効
果
が
あ
っ
た
。
従
っ
て
〃
隷
臣
妾
”

刑
と
は
、
身
分
刑
・
名
誉
刑
の
黒
影
で
と
ら
え
る
べ
き
刑
罰
で
あ
り
、
そ
の
性
格
上
、
戦
国
を
遡
る
時
代
に
存
在
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
ま
さ
に

戦
国
秦
に
し
て
初
め
て
生
ま
れ
得
た
刑
罰
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
一
方
で
終
身
刑
た
る
こ
と
を
原
則
と
し
、
同
様
に
刑
期
の
設
け
ら
れ
て

い
な
い
労
役
刑
と
共
に
、
秦
の
刑
罰
の
一
つ
の
特
色
と
な
っ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
六
五
巻
六
号
　
一
九
八
二
年
＋
【
月

の隷属：身分とその起源（籾山）

一
　
は
　
じ
　
め
　
に

　
本
稿
は
、
睡
満
地
出
土
秦
律
の
歴
史
的
嶺
桜
を
探
る
試
み
の
一
環
で
あ
る
。
筆
者
は
先
に
、
法
治
の
起
源
を
求
め
て
春
秋
期
の
軍
秩
序
に
検

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

討
を
加
え
、
　
一
つ
の
試
案
を
発
表
し
た
が
、
今
回
は
対
象
を
絞
り
、
　
《
睡
虎
地
斎
堂
竹
簡
》
（
以
下
《
秦
簡
》
と
略
称
）
に
現
わ
れ
る
隷
属
身
分
に

注
目
し
て
、
そ
の
秦
に
お
け
る
法
的
意
味
と
起
源
と
を
考
え
た
い
。

　
こ
こ
に
言
う
隷
属
身
分
と
は
、
具
体
的
に
は
臣
妾
・
隷
臣
妾
と
呼
ば
れ
る
も
の
を
指
す
。
　
《
秦
簡
》
に
現
わ
れ
る
隷
属
身
分
に
は
右
の
他
に
、

虚
無
を
始
め
と
す
る
労
役
刑
徒
や
「
僕
」
　
「
養
偏
な
ど
の
呼
称
を
も
つ
僕
役
者
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
前
二
者
を
検
討
す
る
中
で
副
次

1　（795）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

的
に
ふ
れ
る
に
止
め
た
。
労
役
刑
に
関
し
て
は
既
に
い
く
つ
か
の
論
考
が
提
出
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
本
稿
の
主
題
の
一
つ
と
な
る
隷
臣
妾
に
関
し
て
は
、
　
『
漢
書
』
刑
法
志
ほ
か
数
箇
所
に
散
見
す
る
の
み
で
、
そ
の
た
め
沈
家
本
の
よ
う
に
秦

代
に
存
在
し
た
こ
と
を
疑
問
視
す
る
見
解
も
出
さ
れ
て
い
た
（
『
歴
代
刑
法
分
致
』
巻
1
1
）
。
　
《
秦
簡
》
の
発
見
は
、
こ
の
沈
説
を
覆
し
、
む
し
ろ

秦
に
こ
そ
盛
行
し
て
い
た
刑
罰
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
そ
の
性
格
規
定
に
つ
い
て
は
依
然
と
し
て
不
明
な
点
が
多
い
。
中
国
の
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
④

界
に
お
い
て
も
、
官
奴
碑
説
と
刑
徒
説
と
が
対
立
し
て
い
る
こ
と
、
周
知
の
如
く
で
あ
る
。
小
論
で
も
当
然
こ
の
問
題
を
避
け
て
通
る
わ
け
に

は
ゆ
か
ず
、
不
充
分
な
形
で
は
あ
る
が
私
な
り
の
試
論
を
示
し
て
み
た
い
と
思
う
。

　
な
お
《
秦
簡
》
の
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、

　
《
雲
夢
睡
虎
地
秦
墓
》
編
写
組
『
雲
夢
睡
虎
地
秦
墓
』
文
物
出
版
社
、
一
九
八
一
年

　
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
整
理
小
組
『
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
』
文
物
出
版
社
、
｝
九
七
八
年

の
二
著
に
依
り
、
前
者
の
巻
末
写
真
に
付
さ
れ
た
原
簡
通
し
番
号
と
後
者
（
以
下
、
注
釈
本
と
呼
ぶ
）
の
釈
文
ペ
ー
ジ
と
を
議
論
し
た
。
個
々
の
条

文
の
解
釈
に
あ
た
っ
て
は
、
特
に
注
記
し
な
い
限
り
注
釈
本
に
従
っ
た
。
困
難
な
判
読
・
注
釈
の
作
業
に
あ
た
ら
れ
た
整
理
小
組
の
労
を
多
と

し
た
い
。

　
①
籾
山
一
九
八
○
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
黄
一
九
八
○
、
高
敏
一
九
八
一
、
宮
・
宋
一
九
八
二
な
ど
。

　
②
黄
｝
九
八
○
、
劉
一
九
八
晶
。
な
お
冨
谷
未
刊
稿
も
こ
の
問
題
を
扱
わ
れ
る
予
　
　
　
　
④
林
一
九
八
○
。

　
　
定
で
あ
る
。

2 （796）

二
　
《
秦
簡
》
に
み
え
る
臣
妾
と
隷
臣
妾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
最
初
に
隷
議
論
に
つ
い
て
考
え
る
。
浜
口
重
国
民
の
研
究
に
従
え
ば
、
漢
・
文
帝
の
改
革
以
後
の
隷
臣
妾
刑
は
刑
期
三
年
の
労
役
刑
で
あ
る

と
い
う
。
刑
期
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
　
《
秦
簡
》
に
現
わ
れ
る
隷
臣
事
に
つ
い
て
も
「
之
を
殺
さ
ば
、
諭
し
て
城
旦
と
為
せ
。
之
を
傷
つ



秦の隷属身分とその起源（籾由）

け
れ
ば
、
耐
し
て
隷
臣
と
為
せ
」
（
〈
法
律
或
問
〉
お
距
℃
．
b
。
O
偽
）
と
あ
る
如
く
城
分
留
と
並
称
さ
れ
て
い
る
ご
と
か
ら
み
て
、
一
個
の
刑
罰
名
た

る
こ
と
に
変
り
は
な
い
。
従
っ
て
、
被
刑
者
は
何
よ
り
も
ま
ず
刑
徒
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
論
を
ま
た
な
い
。
で
は
、
二
代

と
同
じ
く
一
種
の
労
役
刑
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
は
考
え
難
い
と
私
は
思
う
。
　
一
例
を
示
そ
う
。

　
　
下
院
妾
其
從
事
公
、
隷
薄
月
禾
二
石
、
隷
妾
一
石
孚
。
其
不
從
事
、
七
堂
。
…
…
（
隷
臣
妾
の
、
官
府
で
服
役
し
て
い
る
者
は
、
隷
臣
は
月
ご
と
に
禾
二

　
　
石
、
隷
妾
は
一
石
孚
を
支
給
せ
よ
。
服
役
し
て
い
な
い
者
に
は
支
給
し
て
は
な
ら
ぬ
。
）
〈
財
界
〉
員
①
－
昌
P
や
畠

明
ら
か
に
彼
等
は
、
公
の
蛍
役
に
服
す
る
期
聞
の
み
嘗
か
ら
の
食
糧
支
給
を
受
け
て
い
る
。
逆
に
言
え
ば
、
　
「
従
事
せ
ざ
る
」
悪
臣
妾
に
は
支

給
が
な
く
、
彼
等
は
自
活
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
あ
る
い
は
次
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。

　
　
更
隷
妾
節
（
口
自
）
有
思
事
、
総
冗
、
以
律
稟
食
。
不
急
、
勿
総
。
　
倉
　
　
（
更
織
妾
は
、
も
し
急
な
用
事
が
あ
れ
ば
一
箇
所
に
集
合
さ
せ
、
律
の
規
定
に

　
　
從
っ
て
食
を
支
給
せ
よ
。
急
な
用
事
で
な
け
れ
ば
集
合
さ
せ
て
は
な
ら
ぬ
。
）
〈
倉
律
〉
お
押
唱
や
㎝
P
竃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

「
更
」
を
「
輪
番
更
代
」
、
「
絡
冗
偏
を
「
集
合
」
と
釈
す
る
こ
と
に
は
若
干
疑
問
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
一
応
注
釈
本
に
従
い
右
の
よ

う
に
訳
し
て
お
い
た
。
こ
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
隷
斐
は
「
総
」
さ
れ
ぬ
限
り
予
備
に
あ
ず
か
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
以
上
の
点
や
隷
臣
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

妻
子
あ
る
例
（
〈
法
律
答
問
〉
鐙
《
や
b
。
黙
。
q
後
述
）
な
ど
を
根
拠
と
し
て
廻
章
幾
や
フ
ル
ス
ウ
ェ
（
》
．
国
℃
．
韻
巳
。
。
①
毒
ひ
）
疑
は
、
発
意
妾
は
経
済
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

に
自
立
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
定
し
て
お
ら
れ
る
が
、
お
そ
ら
く
正
し
い
見
解
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、

「
公
事
」
な
り
「
総
冗
」
な
り
が
あ
っ
て
初
め
て
、
云
云
妾
が
労
役
に
従
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
隷
臣
掌
篇
が
労
役
従
事
を
必
ず
し

も
絶
対
条
件
と
し
な
い
刑
罰
で
あ
る
こ
と
を
表
わ
す
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
労
役
刑
と
み
る
こ
と
へ
の
疑
問
そ
の
一
で
あ
る
。

　
次
に
、
そ
の
現
わ
れ
方
に
も
特
微
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
先
に
引
い
た
「
隷
臣
妾
其
従
薯
公
」
を
は
じ
め
、
　
「
隷
臣
田
者
」
　
（
〈
一
律
〉
犀
G
。
層

℃
．
お
）
「
盲
溝
臣
妾
、
隷
臣
妾
垣
及
為
宅
事
書
減
等
者
」
（
〈
倉
律
〉
這
伊
や
鴇
）
「
工
隷
臣
」
（
〈
無
爵
律
〉
卜
。
昏
，
ω
も
．
8
）
「
隷
臣
将
難
題
」
（
〈
法
律

答
問
〉
腿
。
。
⑨
や
b
。
O
同
）
「
隷
臣
雷
管
城
旦
春
」
（
〈
法
律
答
問
〉
切
O
N
や
8
。
。
）
「
牢
隷
臣
し
（
〈
豊
艶
式
＞
O
ω
8
や
b
⊃
①
ω
ほ
か
）
な
ど
、
従
事
す
る
労
役
が

殊
更
に
並
記
さ
れ
る
こ
と
が
、
他
の
刑
徒
に
比
べ
て
格
段
に
多
い
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
《
秦
簡
》
に
は
、

3 （797）



　
　
隷
臣
・
下
吏
・
城
旦
、
輿
工
飯
事
者
冬
作
、
爲
上
程
、
賦
之
三
日
而
旦
暮
二
日
。
　
（
隷
臣
・
下
吏
・
城
旦
の
、
工
人
と
共
に
生
産
に
五
車
す
る
者
の
冬
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
る

　
　
の
螢
働
は
、
そ
の
規
定
を
弛
め
て
、
三
日
の
う
ち
に
夏
期
の
二
日
に
号
音
す
る
産
品
を
納
め
る
こ
と
に
す
る
。
）
〈
工
人
程
〉
寄
μ
や
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

と
い
う
例
が
あ
り
、
　
「
工
城
旦
」
の
存
在
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
が
、
隷
臣
の
場
合
そ
の
並
記
さ
れ
る
労
役
の
種
類
が
、
各
級
に
わ
た
り
余
り
に

広
す
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
現
象
を
無
代
の
隷
臣
妾
刑
か
ら
の
類
推
に
よ
っ
て
、
そ
の
刑
役
が
雑
多
な
た
め
で
あ
る
と
説
明

す
る
む
き
も
あ
ろ
う
。
だ
が
、
労
役
飛
と
は
本
来
、
従
事
す
る
べ
き
中
心
的
な
職
役
が
定
ま
っ
て
い
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
こ
に
刑
と
し
て
の
意

味
も
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
労
役
名
と
並
記
さ
れ
て
初
め
て
具
体
性
を
も
つ
《
秦
野
》
の
隷
臣
斐
刑
は
、
あ
る
い
は
労
役
刑
と
異
っ
た
原

理
に
基
づ
く
刑
罰
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
疑
問
そ
の
二
で
あ
る
。

　
で
は
、
そ
れ
は
何
如
な
る
性
格
を
も
つ
刑
罰
な
の
か
。
次
の
一
例
に
注
目
し
た
い
。

　
　
女
子
爲
隷
臣
妻
、
有
子
焉
。
今
田
臣
死
、
女
子
北
嚢
子
、
以
爲
非
隷
臣
子
殴
（
也
）
。
問
女
子
論
可
（
何
）
殴
（
也
）
。
或
軍
書
墨
継
隷
妾
、
軍
事
完
、
完

　
　
呼
出
殴
（
也
）
。
　
（
女
子
に
隷
臣
の
妻
と
な
っ
て
い
る
者
が
あ
り
、
子
供
が
い
た
。
い
ま
隷
臣
が
死
に
、
女
子
が
そ
の
子
を
分
家
さ
せ
て
隷
臣
の
子
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
蓬
ね
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
　
な
い
と
し
た
と
す
る
。
問
う
、
こ
の
女
子
は
ど
う
塵
漸
す
べ
き
か
i
一
丁
に
額
と
穎
に
悲
し
て
隷
妾
と
な
せ
と
汚
い
、
一
説
に
完
〔
し
て
隷
妾
と
な
せ
〕

　
　
と
言
う
。
完
の
ほ
う
が
要
當
で
あ
る
。
）
〈
法
律
答
問
〉
課
餅
や
b
。
b
。
㎝

こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
隷
臣
に
は
妻
子
が
あ
り
、
自
立
し
た
家
計
を
営
ん
で
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
そ
れ
以
上
に
重
要
な
の
は
、

父
が
風
食
で
あ
れ
ば
、
た
と
え
妻
が
「
自
由
」
人
で
あ
っ
て
も
、
子
に
は
父
の
隷
臣
身
分
が
継
承
さ
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
を
、
こ

の
条
文
が
語
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
労
役
刑
で
は
あ
り
得
な
い
。
ひ
と
た
び
科
刑
さ
れ
た
な
ら
ば
、
そ
の
身
分
が
時
と
し
て
子
に
承
け

継
が
れ
る
類
の
、
む
し
ろ
身
分
の
疑
勲
に
こ
そ
効
果
を
認
め
る
刑
罰
、
そ
れ
が
隷
臣
妾
刑
な
の
で
あ
ろ
う
。
　
《
秦
簡
》
に
は

　
　
欲
錦
爵
二
級
血
汐
親
父
母
娘
隷
臣
評
者
一
人
、
及
隷
臣
斬
首
爲
公
士
、
謁
欝
二
士
而
冤
故
繋
馬
妾
一
人
者
、
許
之
、
菟
以
爲
急
撃
。
思
遣
臣
斬
首
及
人
爲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
が
な

　
　
斬
首
以
冤
者
、
皆
令
爲
工
。
其
不
完
者
、
以
爲
隠
突
傷
。
　
軍
欝
　
　
（
爵
二
級
ぶ
ん
を
返
還
し
て
實
の
父
母
で
隷
臣
妾
と
な
っ
て
い
る
者
一
人
を
瞬
わ
ん

　
　
と
す
る
も
の
、
お
よ
び
隷
臣
が
斬
首
の
功
に
よ
り
公
証
の
爵
を
返
還
し
て
現
に
癩
病
と
な
っ
て
い
る
妻
一
人
を
隈
わ
ん
と
す
る
も
の
と
は
、
こ
れ
を
許
し
、

　
　
冤
じ
て
庶
人
と
評
せ
。
工
黒
潮
で
斬
首
の
功
あ
っ
た
も
の
、
お
よ
び
他
人
が
彼
の
た
め
に
斬
首
し
て
贋
っ
て
や
っ
た
も
の
と
は
、
み
な
工
た
ら
し
め
よ
。
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秦の隷属身分とその起源（糎山）

　
　
も
し
身
薩
に
鉄
損
が
あ
る
な
ら
ば
、
隠
官
工
と
な
せ
。
）
〈
軍
露
語
＞
b
o
込
⊃
込
。
も
ト
⊃
Q
◎
▽
や
Φ
Q
◎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

と
あ
る
の
を
始
め
、
尊
墨
妾
に
関
し
て
は
特
に
い
く
つ
か
の
細
身
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
労
役
か
ら
の
放
免
を
意
味
す
る
の
で

は
な
く
、
本
質
は
身
分
の
上
昇
・
圓
復
に
あ
る
と
み
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
疑
問
そ
の
三
で
あ
る
。

　
以
上
、
簡
単
で
は
あ
る
が
、
　
《
秦
簡
》
の
隷
臣
妾
刑
を
労
役
刑
と
考
え
る
こ
と
に
対
し
て
、
三
つ
の
疑
問
を
提
示
し
て
み
た
。
右
の
疑
問
が

も
し
妥
当
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
秦
の
隷
臣
妾
刑
は
遷
代
と
異
な
り
、
労
役
刑
と
は
捉
え
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
そ
れ
は
何
か
。

敢
て
規
定
す
る
な
ら
ば
、
　
〃
身
分
刑
”
な
い
し
〃
名
誉
刑
”
と
す
る
よ
り
他
は
な
い
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
罪
な
き
一
般
庶
人
よ
り
も
身
分

を
一
段
落
と
す
、
も
し
く
は
、
一
般
庶
人
の
形
成
す
る
秩
序
か
ら
排
除
す
る
、
と
い
っ
た
効
果
を
伴
う
刑
罰
で
あ
る
。
こ
う
考
え
れ
ば
、
先
の

疑
問
も
解
け
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
お
、
　
《
秦
簡
》
に
は
こ
の
ほ
か
、

　
　
職
死
事
不
出
（
屈
）
、
論
其
後
。
有
（
又
）
後
塵
不
死
、
奪
後
楽
、
除
二
人
。
不
死
者
蹄
、
以
爲
重
臣
。
憲
降
、
以
爲
隷
臣
。
　
（
繕
い
に
命
を
失
っ
て
も

　
　
敵
に
屈
し
な
け
れ
ば
、
軍
功
爵
を
そ
の
子
に
賜
止
す
る
。
も
し
職
死
し
て
い
な
い
こ
と
が
獲
畳
し
た
ら
、
そ
の
子
の
爵
を
奪
い
、
勝
人
に
も
懲
罪
が
及
ぶ
。

　
　
職
死
し
な
か
っ
た
偏
人
が
露
っ
て
熱
れ
ば
、
も
っ
て
隷
臣
と
爲
す
。
敵
兵
の
投
降
者
も
黒
白
と
了
す
。
）
〈
秦
無
雑
抄
＞
G
。
①
？
ω
①
ρ
℃
・
ば
①

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

と
あ
る
如
く
、
敗
走
者
や
敵
兵
も
ま
た
土
嚢
と
な
す
規
定
が
あ
る
。
こ
の
一
節
は
、
し
ば
し
ば
隷
臣
妾
自
覚
奴
碑
説
の
論
拠
と
な
っ
て
い
る
け

れ
ど
も
、
敗
走
老
や
敵
兵
の
投
降
者
を
一
般
庶
人
の
枠
外
に
排
除
す
る
意
図
に
よ
る
も
の
と
考
え
て
、
何
ら
不
都
合
は
な
い
よ
う
に
思
う
。
隷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

臣
妾
刑
が
身
分
刑
・
名
誉
飛
で
あ
り
、
隷
臣
妾
と
は
そ
の
結
果
生
じ
た
一
刑
徒
身
分
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
点
を
ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
次
は
距
妾
で
あ
る
。
そ
れ
は
時
に
門
乱
漫
」
と
も
呼
ば
れ
る
が
、
す
で
に
林
剣
鳴
氏
が
指
摘
し
た
如
く
、
隷
臣
妾
と
は
全
く
2
4
個
の
存
在
で

あ
り
、
両
者
を
混
同
し
て
論
じ
る
こ
と
は
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
で
は
、
臣
妾
と
は
何
か
。
ま
ず

　
　
丁
未
生
、
不
告
。
貧
爲
人
距
。
　
（
丁
未
の
日
生
ま
れ
の
子
は
不
吉
。
貧
窮
し
て
人
臣
と
捻
る
で
あ
ろ
う
。
）
〈
田
書
㈲
〉
嵩
。
。
⑩

と
あ
る
如
く
、
そ
れ
は
貧
困
ゆ
え
生
じ
た
身
分
で
あ
る
。
具
体
的
に
は

　
　
可
（
何
）
謂
家
皐
。
鯵
父
子
同
居
、
殺
傷
父
臣
妾
・
畜
産
及
盗
品
、
父
已
死
、
二
軍
、
薬
嚢
。
回
議
（
謂
）
家
皐
。
　
（
何
を
「
家
譜
」
と
謂
う
の
か
i
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父
と
子
が
同
居
し
て
お
り
、
子
が
父
の
臣
妾
・
家
畜
を
殺
傷
し
た
り
盗
ん
だ
り
し
た
。
父
の
死
後
、
誰
か
が
そ
れ
を
告
訴
し
た
と
し
て
も
、
受
理
し
て
は

　
　
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
「
家
罪
」
と
謂
う
。
）
〈
法
律
答
問
〉
ミ
。
。
や
や
や
お
下
お
。
。

と
あ
る
よ
う
に
、
主
人
（
右
の
場
合
は
「
家
父
」
）
の
家
産
の
一
部
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
主
家
の
経
営
内
に
取
り
込
ま
れ
た
一
－
換
雷
す
れ
ば

自
己
の
経
営
を
喪
失
し
た
－
人
間
を
謂
う
。
そ
の
労
働
の
内
容
に
つ
い
て
《
秦
簡
》
は
多
く
雷
及
し
な
い
け
れ
ど
も
、
　
「
臣
」
の
場
合
お
そ

ら
く
は
田
作
が
中
心
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
　
《
秦
簡
》
に
「
告
出
店
と
題
す
る
愛
書
例
が
あ
り
、

　
　
某
里
士
五
（
伍
）
甲
縛
詣
男
子
丙
、
翌
日
、
丙
、
甲
臣
、
橋
（
驕
）
揮
、
不
田
作
、
不
図
甲
令
。
禍
買
（
礎
）
公
、
斬
以
皇
城
旦
、
受
質
（
偵
）
銭
。
…
…

　
　
　
（
某
里
の
士
伍
の
甲
が
男
子
の
丙
を
縛
っ
て
や
っ
て
來
て
告
訴
し
て
雷
う
に
、
　
「
丙
は
甲
の
臣
で
あ
り
ま
す
が
、
驕
慢
胤
暴
で
田
作
を
せ
ず
、
甲
の
命
令

　
　
も
き
き
ま
せ
ん
。
〔
こ
の
上
は
〕
彼
を
富
府
に
費
っ
て
斬
止
（
～
）
し
て
城
旦
の
勢
役
に
從
わ
せ
、
そ
の
ぶ
ん
の
代
金
を
い
た
だ
き
た
く
存
じ
ま
す
」
と
。
）

　
　
　
〈
封
診
武
〉
①
嵩
…
露
。
。
”
や
b
。
紹

と
み
え
る
の
は
、
そ
の
例
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
彼
等
は
家
産
の
一
部
で
あ
る
か
ら
、
主
人
の
「
令
」
に
服
従
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
子

が
父
母
に
対
す
る
の
と
同
様
、
主
人
に
対
し
て
対
等
の
法
的
権
利
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

　
　
子
皆
父
母
、
臣
三
編
主
、
非
公
室
告
、
春
窮
。
翻
可
（
何
）
謂
非
公
室
告
。
麟
主
捜
殺
墨
髭
其
子
・
臣
妾
、
是
謂
非
公
室
告
、
勿
聴
。
曲
行
告
、
告
工
商
。

　
　
告
〔
者
〕
皐
已
行
、
壱
人
有
（
又
）
襲
諭
告
之
、
亦
不
當
聴
。
（
子
が
父
母
を
告
訴
し
、
臣
妾
が
主
人
を
告
訴
す
る
こ
と
は
「
公
室
告
」
で
は
な
い
。
訴
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
し

　
　
を
受
理
し
て
は
な
ら
ぬ
。
何
を
「
公
室
告
で
は
な
い
」
と
謂
う
の
か
i
主
人
が
檀
い
ま
ま
に
、
そ
の
子
や
甑
妾
を
殺
し
た
り
刑
し
た
り
髪
を
剃
っ
た
り

　
　
す
る
こ
と
を
「
公
室
告
で
は
な
い
」
と
謂
い
、
訴
え
を
受
理
し
て
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
な
お
も
告
訴
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
訴
え
た
者
が
罪
と

　
　
な
る
。
訴
え
た
者
が
既
に
慮
罰
さ
れ
、
そ
の
う
え
他
の
考
が
更
に
導
け
て
告
訴
し
た
と
し
て
も
、
や
は
り
受
理
す
る
に
は
あ
た
ら
な
い
。
）
〈
法
律
望
事
〉

　
　
禽
軒
ミ
伊
や
お
①

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
ン
チ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

右
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
た
と
え
主
人
か
ら
私
刑
を
受
け
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
告
訴
す
る
こ
と
は
「
公
室
告
」
つ
ま
り
公
的
に
受
理
す
べ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

提
訴
と
し
て
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
か
か
る
臣
妾
の
地
位
は
、
次
に
列
挙
す
る
〈
日
書
〉
の
文
言
か
ら
何
よ
り
も
よ
く
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
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秦の隷属身分とその起源（籾山）

　
　
縁
以
午
出
入
臣
妾
馬
、
是
胃
（
謂
）
井
亡
。
　
（
午
の
日
に
臣
妾
や
馬
を
轟
し
入
れ
し
て
は
な
ら
ぬ
。
こ
れ
を
「
丼
亡
」
と
謂
う
。
）
〈
日
書
冊
〉
。
。
。
。
刈

　
　
母
以
申
出
入
臣
妾
馬
騎
貨
材
、
是
胃
（
謂
）
口
［
］
口
。
　
（
申
の
日
に
随
妾
・
馬
牛
・
鳴
虫
を
出
し
入
れ
し
て
は
な
ら
ぬ
。
こ
れ
を
「
（
触
点
）
」
と
謂
う
。
）

　
　
　
〈
目
書
爾
〉
○
。
ω
㊤

　
　
窓
日
、
可
以
入
罵
牛
臨
図
　
　
（
窓
日
に
は
馬
牛
・
臣
〔
妾
〕
…
…
を
受
入
れ
て
よ
い
。
）
〈
日
書
⑳
〉
り
ω
⑦

　
　
敷
日
、
可
以
入
臣
妾
駕
駒
□
図
　
　
（
敷
日
に
は
人
面
・
駕
駒
…
…
を
受
入
れ
て
よ
い
。
）
〈
日
書
⑳
〉
㊤
鵯

い
ず
れ
も
臣
妾
・
馬
牛
の
授
受
（
売
買
を
含
む
と
思
わ
れ
る
）
に
関
す
る
日
置
で
あ
り
、
彼
等
が
馬
牛
同
様
に
生
産
手
段
の
一
部
と
し
て
捉
え
ら
れ
、

物
件
と
し
て
の
側
面
を
も
つ
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
蓄
妾
に
対
し
て
は
ま
た
、
　
一
般
庶
人
と
は
異
質
な
、
そ
れ
へ
の
転
落
を
忌
む

べ
き
も
の
と
み
る
意
識
も
ま
た
生
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
　
〈
臼
書
〉
に
言
う
。

　
　
己
巳
生
、
兇
。
爲
臣
妾
。
　
（
己
巳
の
日
生
ま
れ
〔
の
子
〕
は
凶
。
隠
妾
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
）
〈
日
書
②
〉
目
ω
。
。
山
H
。
。
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
？
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
　
凡
己
（
乙
の
誤
か
P
）
騒
士
、
勿
畢
。
不
利
父
母
。
男
工
爲
人
臣
、
女
子
士
人
妾
。
　
（
お
よ
そ
己
巴
の
日
に
生
ま
れ
た
子
は
、
養
育
し
て
は
な
ら
ぬ
。
父

　
　
母
に
利
を
も
た
ら
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
男
の
子
な
ら
ば
人
臣
に
、
女
の
子
な
ら
ば
人
妾
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
）
〈
B
書
⑳
〉
目
孕

む
ろ
ん
、
こ
れ
は
一
種
の
迷
信
で
あ
る
。
だ
が
、
将
来
「
人
臣
・
人
妾
」
と
な
る
運
命
に
あ
る
子
は
「
凶
」
で
あ
り
養
育
し
て
は
な
ら
ぬ
と
の

文
言
に
は
、
臣
妾
に
対
す
る
秦
人
の
意
識
が
吐
露
さ
れ
て
い
る
と
雷
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
こ
れ
を
要
す
る
に
、
貧
因
の
結
果
生
じ
た
、
主
人
に
対
す
る
隷
属
者
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
は
売
買
の
客
体
と
な
り
、
ゆ
え
に
一
般
庶
人
に
と

っ
て
は
一
段
劣
っ
た
忌
む
べ
き
存
在
と
さ
れ
た
も
の
、
そ
れ
が
臣
妾
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
申
国
の
研
究
者
た
ち
は
、
　
《
秦
簡
》
に

み
え
る
臣
妾
に
つ
い
て
は
一
致
し
て
私
奴
碑
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
私
も
聞
意
し
た
い
と
思
う
。

　
以
上
、
　
《
秦
簡
》
に
現
わ
れ
る
二
つ
の
隷
属
身
分
、
隷
臣
妾
と
臣
妾
と
に
つ
い
て
一
応
の
整
理
を
行
な
っ
て
み
た
。
そ
れ
で
は
、
か
か
る
隷

属
身
分
に
先
立
つ
時
代
に
は
、
ど
の
よ
う
な
隷
属
者
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
換
言
す
れ
ば
、
秦
の
隷
属
身
分
の
歴
史
的
位
置
を
、
ど

の
よ
う
に
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
こ
れ
が
次
な
る
問
題
で
あ
る
。
す
で
に
隷
臣
妾
に
関
し
て
は
、
そ
の
起
源
を
春
秋
以
前
に
ま
で
遡
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⑭

ら
せ
る
見
解
も
出
さ
れ
て
い
る
が
、

官
事
碑
説
に
基
づ
い
た
こ
う
し
た
見
解
が
再
検
討
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
書
う
ま
で
も
な
い
。

①
浜
口
…
九
三
六
。

②
　
た
と
え
ば
次
の
一
例
を
見
た
い
。

　
　
冗
隷
妾
二
人
當
工
一
人
、
更
藤
妾
四
人
當
工
〔
一
〕
人
、
小
窮
極
妾
可
使
者
五

　
人
當
工
一
人
。
　
工
人
程
（
〈
工
人
程
〉
嵩
ρ
や
諺
）

　
こ
れ
に
よ
る
と
「
更
」
　
「
冗
」
は
隷
妾
の
種
類
を
表
わ
す
一
し
か
も
「
冗
」
の

　
ほ
う
が
「
更
」
よ
り
も
価
値
が
あ
る
1
語
の
よ
う
で
あ
る
。
　
〈
倉
律
〉
の
条
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ
つ

　
も
、
あ
る
い
は
「
更
隷
妾
は
、
も
し
急
寮
あ
ら
ば
、
総
め
て
冗
〔
黒
瀬
〕
と
な
し
」

　
の
如
く
読
む
の
か
も
知
れ
な
い
。

③
　
高
恒
　
九
七
七
、
笛
巳
器
’
奉
ド
曾
◎
。
．

④
　
こ
の
点
か
ら
も
、
彼
等
が
官
奴
碑
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

　
官
奴
碑
と
は
、
『
漢
書
』
巻
7
2
貢
禺
伝
に

　
　
又
諸
官
奴
碑
十
萬
除
人
、
一
士
亡
事
、
税
良
民
華
墨
之
、
歳
費
五
六
鈍
萬
。

　
と
あ
る
如
く
、
官
府
に
寄
生
す
る
存
在
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
秦
に
官
奴
碑

　
が
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
《
秦
簡
》
に
は
「
収
（
収
摯
）
」
の

　
例
が
見
え
て
お
り
（
〈
法
律
答
問
〉
心
G
。
Q
。
句
や
一
G
。
9
蒔
G
。
◎
や
さ
。
自
な
ど
）
、
民
間

　
の
過
食
魏
の
没
収
（
〈
封
零
墨
〉
封
守
O
Q
。
Q
。
1
α
O
b
。
鴨
や
ト
コ
お
）
と
共
に
官
奴
岬
の
供

　
給
源
に
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
　
『
史
記
』
巻
8
8
蒙
悟
列
伝
に

　
　
趙
高
昆
弟
数
人
、
皆
生
隠
窓
、
其
薦
被
諸
腰
、
世
世
卑
賎
。

　
と
言
い
、
同
書
8
7
李
斯
列
伝
に

　
　
〔
趙
〕
高
固
内
官
之
廊
役
也
。

　
と
あ
る
趙
高
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
官
奴
碑
の
実
例
で
あ
る
。

⑤
秦
の
器
物
刻
辞
に
は
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

　
　
三
年
、
漆
工
配
、
丞
謡
造
、
工
業
匿
牟
、
王
難
、
禾
石
。
（
〈
高
齢
権
V
文
物
一

　
九
六
四
一
九
）

　
　
三
年
、
上
郡
守
道
造
、
漆
工
師
□
、
丞
□
、
工
城
旦
□
。
（
〈
三
年
上
郡
守
父
〉

　
錬
遽
五
八
三
）

　
　
廿
五
年
、
上
郡
守
顧
…
造
、
高
奴
工
師
竈
、
丞
申
、
工
鬼
薪
餓
。
（
〈
廿
五
年
上
郡

守
髄
〉
蓋
置
遣
買
五
五
上
）

⑥
　
《
秦
簡
》
に
言
う
「
完
」
と
は
、
「
鯨
」
な
ど
の
身
体
鍛
工
刑
（
「
刑
」
と
総
称

　
す
る
）
と
対
に
な
る
概
念
で
あ
り
、
身
体
に
殿
損
は
加
え
な
い
、
と
の
意
味
で
あ

　
ろ
う
（
冨
谷
未
刊
稿
に
よ
る
）
。
　
『
荘
子
』
徐
無
鬼
篇
に

　
　
齊
忍
辱
子
於
宋
者
、
其
命
閣
也
、
不
以
完
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
っ
と

　
と
あ
る
の
も
、
「
完
」
が
「
闇
（
足
き
り
）
」
と
対
に
な
っ
て
、
身
体
を
「
完
う
す

　
る
」
意
で
用
い
ら
れ
た
例
で
あ
る
。

⑦
こ
の
他
に
も
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

　
　
隷
距
欲
以
人
丁
鰍
者
二
人
照
、
許
之
。
其
老
墨
髭
老
・
小
高
五
尺
以
下
及
隷
妾

　
欲
以
丁
謝
者
一
人
贈
、
許
可
。
贈
者
皆
以
男
子
、
以
其
時
爲
隷
臣
。
女
子
操
欧
紅

　
及
愚
者
、
不
得
腰
。
漫
縣
者
、
復
数
其
縣
。
　
倉
　
　
（
〈
倉
律
〉
一
b
。
。
。
占
卜
。
ρ
℃
℃
・

　
㎝
ω
ふ
似
）

　
　
百
姓
有
下
等
野
南
（
生
）
霜
月
妾
、
雰
適
（
謹
）
凝
望
（
也
）
而
欲
爲
冗
邊
五

　
歳
、
母
賞
（
償
）
興
目
、
以
免
一
人
爲
庶
人
、
許
之
。
⑫
或
贈
巻
（
蓬
）
、
欲
入

　
銭
者
、
日
八
銭
。
　
司
空
　
　
（
〈
司
空
律
〉
曽
○
。
I
b
。
H
ρ
や
鎗
）

⑧
　
注
釈
本
で
は
第
G
。
8
簡
の
「
憲
降
、
以
爲
隷
臣
」
を
励
個
の
條
文
と
し
て
分
け
て

　
い
る
が
、
第
。
。
①
α
簡
か
ら
第
ω
の
①
簡
の
働
印
ま
で
が
一
つ
の
内
容
で
あ
る
。
　
〈
軍
律

　
雑
抄
〉
は
言
わ
ば
ノ
ー
ト
で
あ
り
、
必
ず
し
も
條
文
ご
と
に
簡
を
替
え
て
は
い
な

　
い
。

⑨
從
っ
て
隷
臣
妾
刑
は
刑
期
と
い
う
観
念
と
本
手
な
じ
ま
な
い
。
隷
臣
妾
を
官
奴

　
鱒
と
み
る
論
考
は
無
論
、
刑
徒
と
み
る
論
者
に
お
い
て
も
、
そ
れ
を
終
身
身
分
と

　
認
め
る
点
で
は
意
見
が
一
致
し
て
お
り
、
正
確
な
判
断
と
思
わ
れ
る
（
黄
一
九
八

　
○
、
高
敏
一
九
八
一
、
寓
・
宋
一
九
八
二
、
高
恒
一
九
七
七
、
林
一
九
八
○
な
ど
）
。
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⑩
林
｝
九
八
○
。

⑪
　
こ
の
謙
語
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
別
稿
で
論
ず
る
予
定
で
あ
る
。

⑫
た
だ
し
、
子
や
臣
妾
を
殺
傷
す
る
こ
と
が
罪
に
な
ら
な
か
っ
た
一
つ
ま
り
刑

　
法
が
「
室
」
内
に
及
ば
な
か
っ
た
一
と
い
う
の
で
は
な
い
。
《
秦
簡
》
に
は
次

　
の
如
ぎ
一
言
も
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
檀
殺
子
、
鯨
爲
城
旦
春
。
…
…
（
〈
法
律
答
間
〉
お
P
℃
」
。
。
一
）

　
　
捷
殺
刑
発
其
後
子
、
漱
之
。
…
…
（
〈
法
律
軍
鶏
〉
澄
b
。
讐
や
」
。
。
b
。
）

　
　
…
…
愛
書
　
某
里
公
士
甲
、
縛
詣
大
女
子
丙
、
告
日
、
某
豆
油
大
夫
乙
害
吏
。

　
丙
、
乙
妾
殴
（
也
）
。
乙
使
甲
日
、
丙
憬
、
謁
鯨
劇
丙
。
…
…
（
〈
封
診
式
〉
鯨
妾

　
9
卜
。
陶
℃
℃
．
b
∂
8
凸
曾
）

⑬
　
　
「
暴
」
の
字
義
に
つ
い
て
は
、
次
の
一
例
が
〈
日
書
〉
と
同
様
の
内
容
を
示
す

　
も
の
と
し
て
興
味
深
い
。

　
　
『
史
記
』
巻
7
5
孟
嘗
鴬
野
傳

　
　
初
、
田
嬰
有
子
四
十
鯨
人
、
其
賎
妾
有
子
名
文
、
文
面
五
月
五
日
生
。
嬰
告
其

　
母
日
、
勿
畢
也
。
其
母
霧
隠
生
之
。
　
（
索
隠
　
按
、
最
終
最
初
誕
而
霧
之
、
下
畢

　
謂
浴
公
邸
之
。
生
謂
長
養
之
也
。
）

⑭
黄
一
九
八
○
。

三
　
西
周
春
秋
期
の
隷
属
者

秦の隷属身分とその起源（籾山）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
以
下
二
章
に
わ
た
っ
て
先
秦
時
代
の
隷
属
老
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。
本
章
で
は
ま
ず
、
　
『
春
秋
左
茂
伝
』
（
以
下
『
左
伝
』

と
略
称
）
と
『
国
語
』
と
を
主
な
素
材
と
し
て
、
春
秋
期
の
隷
属
者
に
つ
い
て
考
え
、
必
要
に
応
じ
て
よ
り
古
い
時
代
に
も
遡
っ
て
み
た
い
。

　
さ
て
、
ま
ず
目
に
つ
く
も
の
に
「
臣
妾
」
な
る
呼
称
が
あ
る
。
そ
の
例
は
決
し
て
多
く
な
い
が
、
次
の
二
つ
の
説
話
か
ら
概
観
を
得
る
こ
と

は
で
き
る
よ
う
に
思
う
。

　
そ
の
一
つ
は
、
僖
公
1
7
年
の
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
あ
わ

　
　
奮
の
恵
公
が
梁
に
い
た
と
き
、
風
伯
は
そ
の
女
を
妻
せ
た
。
女
の
狂
騒
は
懊
齎
し
た
が
、
有
髪
ち
て
も
生
ま
れ
て
こ
な
い
。
そ
こ
で
ト
招
父
と
そ
の
子
と

　
　
　
う
ら
な

　
　
が
ト
つ
た
。
子
が
言
う
に
、
コ
男
一
女
が
生
ま
れ
よ
う
と
し
て
お
り
ま
す
」
と
。
招
父
も
ま
た
、
「
さ
よ
う
。
男
の
子
の
ほ
う
は
人
臣
と
な
り
、
女
の

　
　
子
の
ほ
う
は
人
妾
と
な
り
ま
し
ょ
う
」
と
言
っ
た
。
そ
こ
で
男
を
「
園
」
、
女
を
「
妾
」
と
名
づ
け
た
。
果
た
し
て
子
園
が
西
の
か
た
秦
に
質
（
人
質
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
　
　
と
な
る
に
お
よ
ん
で
、
妾
も
そ
の
笹
女
と
な
っ
た
。

言
う
と
こ
ろ
の
「
人
臣
」
　
「
人
妾
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
質
」
　
「
忍
女
」
と
い
う
隷
属
的
身
分
を
指
す
こ
と
に
相
違
な
い
。
こ
の
場
合
、
春
秋
列
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国
間
の
慣
行
が
そ
の
来
源
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
宣
公
1
2
年
の
一
節
。
こ
の
年
、
楚
軍
は
郵
を
降
し
、
国
都
の
城
門
か

ら
攻
め
入
っ
た
。
対
す
る
郵
伯
は
受
降
の
意
を
表
す
べ
く
「
肉
篤
し
て
羊
を
牽
き
」
、
楚
軍
を
出
迎
え
て
言
う
。

　
　
天
は
異
れ
に
味
方
せ
ず
、
君
に
仕
え
る
こ
と
も
で
き
ず
、
霜
の
怒
り
を
私
ど
も
に
向
け
さ
せ
る
結
果
を
招
き
ま
し
た
の
は
、
私
の
罪
で
あ
り
ま
す
。
こ
の

　
　
上
は
す
べ
て
仰
せ
の
ま
ま
に
從
い
ま
す
。
捕
わ
れ
て
江
南
に
行
き
、
海
の
ほ
と
り
に
佳
ま
わ
さ
れ
る
も
仰
せ
の
ま
ま
、
國
土
を
創
り
諸
侯
に
分
か
た
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
　
　
（
我
が
一
族
は
）
距
妾
と
な
ろ
う
と
も
仰
せ
の
ま
ま
で
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
の
場
合
の
「
臨
妾
」
は
、
諸
侯
に
対
し
て
人
身
的
に
隷
属
す
る
こ
と
を
謂
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
受
益
の
結
果
と
し
て
生
じ
る
身
分
で
あ
っ

た
。　

む
ろ
ん
右
の
二
例
は
、
多
分
に
説
話
と
し
て
の
潤
色
が
施
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
史
料
的
な
限
界
が
あ
る
。
だ
が
、
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

犯
罪
や
階
級
没
落
の
要
因
が
全
く
含
ま
れ
な
い
点
は
注
目
に
値
し
よ
う
。
の
み
な
ら
ず
、
例
え
ば
嚢
公
1
0
年
に
は
「
盗
（
叛
徒
ご
を
討
と
う
と

し
た
郵
の
子
西
が
「
乃
ち
帰
り
、
甲
を
授
け
ん
と
す
る
も
、
臣
妾
多
く
逃
れ
、
器
用
（
武
器
）
多
く
喪
」
わ
れ
て
し
ま
い
、
結
局
果
た
せ
な
か
っ

　
　
　
　
　
⑤

た
話
を
伝
え
る
。
こ
れ
は
少
く
と
も
、
叛
徒
討
伐
に
関
し
て
「
臣
妾
」
が
何
ら
か
の
力
に
な
っ
て
初
め
て
筋
の
通
る
話
で
は
あ
る
ま
い
か
。
要

す
る
に
春
秋
期
の
「
臣
妾
」
と
は
、
身
柄
を
拘
束
さ
れ
た
者
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
あ
り
、
庶
人
の
下
位
に
位
置
す
る
が
如
き
存
在
で
は
な
い
。

具
体
的
に
は
自
ら
の
国
都
か
ら
引
き
離
さ
れ
た
質
子
や
捕
虜
が
含
ま
れ
、
た
と
え
藩
老
に
人
身
的
に
隷
属
し
て
い
た
一
1
そ
の
結
果
、
一
定
の

職
役
に
従
っ
た
i
l
と
し
て
も
、
身
分
的
に
は
あ
く
ま
で
「
里
偏
の
所
属
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
（
こ
の
こ
と
は

後
述
す
る
金
文
の
例
か
ら
も
窺
え
る
）
。
次
章
で
検
討
す
る
戦
国
期
の
「
臣
妾
」
と
の
対
比
に
お
い
て
、
こ
の
点
は
ま
ず
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
　
『
説
文
解
字
』
に
「
臣
は
牽
な
り
」
（
3
篇
下
眩
部
）
と
あ
る
説
解
の
真
意
を
、
　
「
臣
」
が
も
と
俘
虜
す
な
わ
ち
受
牽
者
な
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

を
謂
う
、
と
説
い
た
の
は
楊
樹
達
氏
で
あ
っ
た
が
、
け
だ
し
正
解
と
番
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
に
対
し
、
　
「
距
妾
」
と
は
下
層
の
俗
役
に
従
事
す
る
者
の
総
称
で
は
な
い
か
、
と
の
疑
問
も
当
然
あ
り
得
る
と
思
う
。
事
実
、
『
尚
書
』

　
　
　
　
　
　
　
　
え
き
じ
ん

費
誓
の
孔
伝
に
は
「
役
人
の
二
七
、
男
は
臣
と
蔽
い
、
女
は
妾
と
日
う
」
と
あ
り
、
そ
の
鄭
注
雷
文
に
も
ま
た
「
男
妾
、
噺
役
の
属
な
り
」
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秦の隷属身分とその起源（籾山）

（『

j
記
』
巻
3
3
魯
周
公
世
家
集
解
に
引
く
）
と
見
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
は
少
し
く
紙
幅
を
費
し
て
、
　
『
左
伝
』
等
に
現
れ
る
「
役
人

の
賎
者
」
す
な
わ
ち
「
僕
」
　
「
国
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
下
層
身
分
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦
　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
⑪

　
『
左
伝
』
に
現
わ
れ
る
下
層
身
分
と
し
て
は
、
　
「
阜
隷
」
　
「
牧
畜
」
　
「
阜
牧
」
　
「
懸
人
」
　
「
偉
人
」
な
ど
の
呼
称
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
ら
は
一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
　
「
皐
」
　
「
牧
」
　
「
輿
」
　
「
團
」
な
ど
車
馬
牛
に
関
す
る
文
字
を
含
み
、
杜
預
が
多
く
の
場
合
に
「
賎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

官
な
り
」
と
注
す
る
如
く
、
家
畜
や
車
馬
に
か
か
わ
る
下
級
の
職
役
に
従
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
彼
等
は
「
阜
牧
輿
馬
」
と
並
称
さ

れ
る
こ
と
か
ら
み
て
、
車
馬
と
共
に
賜
与
の
客
体
と
も
な
り
う
る
、
何
ら
か
の
人
身
的
隷
属
の
も
と
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
に
疑
い
な
い
。

　
だ
が
、
　
「
臣
妾
」
と
の
違
い
は
、
悪
役
と
の
密
接
な
関
係
に
あ
る
。
　
『
左
伝
』
嚢
公
9
年
に
引
く
子
褻
の
言
葉
に
言
う
。
　
　
　
・

　
　
　
（
沓
で
は
）
卿
は
、
よ
り
勝
れ
た
者
に
護
り
、
大
夫
は
各
々
そ
の
職
を
失
わ
ず
、
士
は
競
っ
て
上
の
命
に
仕
え
、
庶
人
は
農
鷹
に
努
め
、
商
工
阜
隷
も
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
　
を
攣
え
る
こ
と
を
い
た
し
ま
せ
ん
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

こ
の
よ
う
に
彼
等
は
「
職
（
或
い
は
業
）
」
に
従
う
存
在
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
　
そ
し
て
『
国
語
』
晋
語
四
に
「
皐
隷
は
職
を
食
む
」
と
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

り
、
園
丁
が
「
職
を
食
む
と
は
、
各
々
そ
の
職
の
大
小
を
以
て
禄
を
食
む
な
り
」
と
解
く
如
く
、
支
配
者
層
に
対
し
て
然
る
べ
き
サ
ー
ヴ
ィ
ス

を
提
供
し
、
そ
の
見
返
り
で
食
を
得
る
、
言
わ
ば
職
役
あ
っ
て
の
隷
属
身
分
で
あ
っ
た
。
　
『
左
伝
』
昭
公
7
年
に
み
え
る
申
無
宇
の
言
葉
に
、

　
　
天
に
十
の
日
が
あ
る
如
く
、
人
に
十
の
等
級
が
あ
る
の
は
、
下
位
の
者
が
上
位
の
者
に
、
上
位
の
者
は
憩
に
仕
え
る
た
め
で
す
。
ゆ
え
に
、
王
の
臣
は
公
、

　
　
公
の
臣
は
大
夫
、
大
夫
の
駆
は
士
、
士
の
臣
は
阜
、
皐
の
臣
は
輿
、
輿
の
臣
は
隷
、
隷
の
臣
は
僚
、
僚
の
臣
は
僕
、
僕
の
臣
は
墓
。
馬
に
は
國
、
牛
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
　
牧
が
い
て
、
萬
事
に
備
え
て
い
る
の
で
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

と
あ
る
の
は
、
官
府
に
お
い
て
各
々
が
占
め
る
職
掌
の
上
下
に
注
目
し
た
序
列
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
従
っ
て
彼
等
は
ま
た
、
そ
の
華
燭
に
お
い
て
も
「
肥
船
」
と
は
異
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
馬
蝉
春
秋
期
の
階
級
構
造
を
反
映
し
た

身
分
だ
と
私
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
西
周
春
秋
期
の
社
会
は
、
　
「
国
」
（
都
城
と
近
郊
の
「
郷
」
）
に
存
在
す
る
国
人
と
「
野
」
（
も
し
く
は
「
鄙
」
「
遂
」
y
の
農
村
地
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区
に
居
住
す
る
野
人
と
の
対
峙
す
る
制
度
を
基
本
的
構
造
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
楊
寛
氏
に
よ
っ
て
「
郷
遂
糊
度
」
と
名
付
け
ら
れ
た
こ
の

社
会
製
造
は
、
お
そ
ら
く
は
当
時
の
階
級
関
係
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
両
者
の
間
に
は
何
ら
か
の
形
式
に
よ
る
階
級
的
収
奪
が
あ

っ
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
楊
属
は
井
田
制
の
存
在
を
認
め
、
公
田
に
お
け
る
集
団
労
働
を
通
じ
て
搾
取
が
実
現
さ
れ
た
と
考
え
て
お
ら
れ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

そ
の
当
否
は
い
ま
論
じ
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。
こ
こ
で
は
た
だ
、
そ
の
収
奪
の
一
環
と
し
て
、
鄙
の
野
人
を
適
宜
微
発
し
て
労
役
に
従
わ
せ
た

こ
と
の
可
能
性
を
指
摘
す
れ
ば
充
分
で
あ
ろ
う
。
　
『
左
伝
』
嚢
公
3
0
年
に
載
せ
る
、
官
事
の
老
人
が
黒
人
と
な
っ
て
杷
の
築
城
に
従
事
し
た
話

⑰は
、
そ
の
証
左
で
あ
る
。
先
に
黒
人
に
関
す
る
詳
論
を
発
表
さ
れ
た
宇
都
木
章
氏
は
、
　
「
恐
ら
く
平
時
、
戦
時
を
問
わ
ず
、
県
単
の
人
が
国
都

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

の
王
公
に
徴
さ
れ
て
諸
役
に
服
し
た
時
に
、
輿
人
と
呼
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
他
の
諸
々
の
呼
称
に
つ
い
て
も
半
歳

は
岡
じ
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
の
聞
役
は
支
配
者
層
へ
の
奉
仕
、
具
体
的
に
は
『
左
伝
』
隠
公
3
年
の
戚
僖
伯
の
諌
言
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
　
そ
も
そ
も
、
山
林
川
魚
で
の
狩
猶
や
探
集
、
武
器
の
贅
材
あ
つ
め
な
ど
は
、
狂
喜
の
仕
事
、
小
役
人
の
職
掌
。
國
霜
の
關
わ
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
。

と
あ
る
よ
う
に
、
　
「
君
の
及
ぶ
所
に
非
ざ
る
」
職
役
1
す
な
わ
ち
賎
役
1
に
服
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
ひ
と
た
び
徴
さ
れ
て
田

土
を
離
れ
た
以
上
、
彼
等
は
ま
さ
に
国
都
で
「
職
を
食
む
」
こ
と
に
よ
っ
て
生
き
る
存
在
と
な
り
、
ゆ
え
に
ま
た
支
配
者
層
に
対
し
て
隷
属
せ

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
　
「
阜
隷
」
等
の
来
源
に
は
こ
の
他
に
、
　
「
簗
・
郡
・
脊
・
原
・
狐
・
続
・
慶
・
伯
、
降
り
て
皐
隷
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
ろ
ぼ

あ
り
」
（
『
左
伝
』
昭
公
3
年
）
と
あ
る
如
く
、
世
族
か
ら
の
没
落
者
も
含
ま
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
　
『
国
語
』
周
語
下
に
「
其
の
氏
族
を
亡
し
て
、

　
　
　
　
す
く

賠
発
し
て
振
わ
ず
、
後
を
絶
ち
て
主
無
く
、
隷
國
に
墨
描
せ
り
」
と
言
う
よ
う
に
、
彼
等
は
采
邑
・
禄
田
を
失
い
、
も
は
や
「
族
」
た
り
得
な

く
な
っ
た
存
在
で
あ
り
、
や
は
り
賎
役
に
従
う
こ
と
で
蓮
府
に
寄
食
す
る
隷
属
者
に
零
落
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
職
役
従
事

を
本
質
と
す
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
。
要
す
る
に
彼
等
は
、
職
役
に
従
事
す
る
こ
と
を
前
提
に
隷
属
が
生
じ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
逆
で
は
な

い
。
先
の
申
無
宇
の
言
葉
の
中
で
、
十
等
の
塒
外
に
あ
る
「
園
」
　
「
牧
」
を
敢
て
付
け
加
え
て
い
る
の
も
、
職
工
に
注
目
し
た
が
ゆ
え
で
あ
っ

た
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
お
い
て
彼
等
は
、
　
「
臣
妾
」
と
呼
ば
れ
る
人
身
声
価
訳
者
と
性
格
を
異
に
す
る
も
の
な
の
で
あ

る
。
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秦の隷属身分とその起源（籾山）

　
こ
う
し
た
二
系
統
の
隷
属
者
は
、
そ
れ
に
先
立
つ
西
周
期
に
既
に
存
在
が
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
春
秋
期
に
連
続
す
る
西
周
後
期
の
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

文
に
属
す
る
次
の
二
例
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
　
…
…
王
乎
命
サ
封
珊
命
伊
。
撒
官
嗣
康
宮
王
臣
妾
百
工
。
易
女
赤
市
幽
黄
緯
旗
孜
勒
、
用
事
。
…
…
（
王
　
令
勢
の
封
を
呼
び
て
伊
を
冊
…
命
せ
し
む
。
康

　
　
宮
の
王
の
臣
妾
・
百
工
を
蝦
官
座
せ
よ
。
女
に
赤
軍
・
幽
黄
・
緋
鋳
・
依
勒
を
賜
う
。
用
て
事
え
よ
。
）
〈
下
塗
V
　
（
大
系
一
一
六
、
三
代
九
・
二
〇
）

　
　
…
…
白
漸
父
若
田
、
師
殿
、
乃
皇
考
又
轟
干
我
家
。
女
有
錐
小
子
、
余
豊
野
　
我
家
、
撫
単
項
離
隔
東
隔
五
器
百
工
牧
臣
妾
。
東
載
内
外
、
僚
敢
否
善
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
た
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
ま

　
　
三
女
筆
画
…
…
金
。
敬
乃
夙
夜
、
用
事
。
…
…
（
白
縣
父
若
い
て
曰
く
、
夕
月
よ
、
乃
の
祖
考
　
我
が
家
に
単
一
り
。
女
難
た
小
子
な
り
と
錐
も
、
余
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
か
さ
ど

　
　
女
に
命
じ
て
我
が
家
を
　
り
、
我
が
西
南
東
隔
の
僕
籔
・
百
工
・
牧
・
臣
妾
を
同
上
せ
し
め
ん
。
内
外
を
董
醜
し
、
敢
て
不
善
な
る
こ
と
糠
れ
。
女
に
黄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
つ
し

　
　
戴
…
金
を
賜
う
。
乃
の
夙
夜
を
敬
み
、
用
て
事
え
よ
。
）
〈
師
鍛
段
〉
　
（
大
系
九
八
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

こ
こ
に
み
え
る
「
百
工
」
　
「
臣
妾
」
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
叙
官
に
伴
っ
て
「
凱
嗣
」
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
官
職
に
附
随
す
る
1
従

っ
て
王
富
や
諸
侯
室
に
お
い
て
何
ら
か
の
宮
的
な
位
置
を
占
め
て
い
る
ー
ー
身
分
で
あ
る
こ
と
に
疑
い
は
な
い
。
ま
た
、
後
述
の
如
く
賜
与
の

客
体
と
も
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
い
ず
れ
も
人
身
的
な
隷
属
者
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
と
共
に
注
意
し
た
い
の
は
、
右
の

諸
呼
称
の
中
に
「
僕
」
　
「
駿
」
　
「
百
工
」
　
「
牧
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
も
の
と
、
　
「
賢
者
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
と
が
岡
時
に
現
わ
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。

　
後
期
金
文
に
属
す
る
〈
禺
鼎
〉
（
第
二
器
・
録
遣
九
九
）
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
こ
　
　
　
　
　
　
　
ナ
な
わ

　
　
…
…
舞
武
公
棒
遣
禺
、
恥
曝
戎
車
百
事
斯
籔
二
百
徒
千
。
…
…
（
舞
に
難
解
、
廼
ち
禺
を
遣
し
、
公
の
戎
車
単
寧
・
臓
駿
二
百
・
徒
千
を
率
い
し
む
。
）

と
あ
る
の
に
よ
れ
ば
、
　
「
駿
」
と
は
軍
事
に
関
す
る
職
役
に
従
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
他
の
職
役
的
呼
称
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え

よ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
一
方
の
「
臣
妾
」
の
場
合
、
特
定
の
職
漁
に
よ
る
命
名
と
は
考
え
難
い
の
で
は
な
い
か
。
例
え
ば
先
の
〈
伊
殴
〉
で
は

康
宮
所
属
で
あ
っ
た
「
丁
丁
」
が
、
同
じ
後
期
金
文
の
一
し
か
も
「
酪
季
」
と
い
う
人
名
を
共
通
に
す
る
一
1
〈
大
逆
鼎
V
（
大
系
＝
○
、

三
代
四
・
四
〇
）
で
は
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そ

　
　
…
…
易
女
井
家
蜘
田
子
贈
、
臼
阜
臣
妾
。
…
…
（
女
に
三
家
の
禦
〔
稗
識
〕
田
を
密
に
賜
う
。
豚
の
臣
妾
と
と
も
に
す
。
）

め
如
く
田
土
と
共
に
賜
与
さ
れ
て
お
り
、
あ
た
か
も
土
地
の
附
属
物
の
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る
。
こ
れ
な
ど
は
、
　
「
臣
妾
」
が
特
定
の
職
役
を

前
提
と
し
な
い
、
何
ら
か
の
別
の
原
理
に
よ
っ
た
隷
属
者
で
あ
る
こ
と
の
証
左
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
各
々
の
来
源
に
つ
い
て
は
、
残
念
な
が
ら
明
確
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
賜
与
の
際
の
掌
握
の
さ
れ
方
が
異
な
る
点
か
ら

考
え
て
、
そ
の
存
在
形
態
の
違
い
を
推
し
測
る
こ
と
は
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
す
な
わ
ち
、
後
期
金
文
の
〈
幾
父
壺
〉
（
斉
家
村
三
－
四
）
に

　
　
…
…
同
仲
蜜
西
宮
、
論
証
霊
示
激
論
僕
四
家
金
並
倉
。
…
…
（
同
仲
　
西
宮
に
濁
し
、
幾
父
に
上
意
六
・
僕
四
家
・
金
十
釣
を
賜
う
。
）

と
あ
り
、
前
期
に
遡
っ
て
も
く
藪
鼎
〉
（
文
物
一
九
七
九
一
九
）
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
た

　
　
…
…
妊
氏
令
悪
事
保
畢
家
、
因
付
言
且
僕
二
家
。
…
…
（
飯
氏
　
藁
に
命
じ
て
厭
の
家
を
事
保
せ
し
め
、
因
り
て
阪
の
祖
の
僕
二
家
を
懐
う
。
）

と
み
え
る
如
く
、
　
「
僕
」
系
統
が
多
く
「
家
」
を
も
っ
て
数
え
ら
れ
る
の
に
対
し
、
「
臣
妾
」
系
統
の
場
合
、
後
期
金
文
で
は
先
の
〈
大
盛
鼎
〉
、

前
期
に
お
い
て
も
く
叔
徳
殴
〉
（
断
代
二
）
に

　
　
王
易
叔
徳
臣
鍬
十
人
貝
十
朋
羊
百
。
…
…
（
王
　
叔
徳
に
白
玉
十
人
・
貝
十
朋
・
熟
苗
を
賜
う
。
）

　
　
　
　
　
　
⑳

と
あ
り
、
　
〈
復
尊
〉
（
考
古
一
九
七
四
一
五
）
に
も

　
　
医
侯
商
復
目
衣
臣
妾
貝
。
…
…
（
燕
侯
　
復
に
口
衣
・
臣
妾
・
貝
を
賞
す
。
）

と
　
言
如
玄
天
」
を
も
・
薮
え
る
か
・
あ
る
い
は
整
に
関
心
を
示
し
て
い
な
㎏
・
お
そ
ら
乏
れ
は
・
「
臣
妾
」
福
金
位
で
掌

握
さ
れ
る
、
　
「
家
」
を
な
し
得
な
い
隷
属
者
だ
っ
た
こ
と
を
示
す
の
で
あ
ろ
う
。
先
に
み
た
春
秋
期
の
二
系
統
の
隷
属
者
は
、
か
か
る
西
周
期

の
現
実
を
受
け
継
ぎ
、
周
囲
に
徴
発
し
た
野
人
等
を
取
込
ん
で
形
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

　
と
も
あ
れ
、
以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、
西
豊
春
秋
期
の
「
臣
妾
」
と
は
一
個
の
独
立
し
た
身
分
範
曙
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
そ
こ
に
は
犯
罪
や

　
　
　
　
　
　
⑳

貧
困
の
影
は
な
く
、
捕
虜
や
質
子
の
如
き
人
身
的
隷
属
者
と
い
う
以
上
の
意
味
は
も
た
な
い
こ
と
、
な
ど
を
明
ら
か
に
し
得
た
と
考
え
る
。
そ

れ
ゆ
え
《
秦
簡
》
に
み
え
る
隷
属
身
分
の
起
源
を
こ
の
時
期
に
求
め
る
こ
と
は
、
呼
称
の
継
承
と
い
う
面
を
除
け
ば
、
決
し
て
正
し
い
理
解
に
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立
っ
た
も
の
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
秦
漢
時
代
の
他
の
諸
制
度
と
同
様
に
、
　
《
秦
簡
》
に
み
え
る
隷
属
身
分
一
皇
臣
妾
と
臣
妾
1
一
の

淵
源
は
、
戦
国
期
の
変
革
の
中
に
こ
そ
求
め
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

　
①
　
こ
の
間
題
に
言
及
し
た
も
の
と
し
て
、
す
で
に
宮
綺
一
九
六
五
が
あ
る
。

　
②
　
『
左
伝
』
僖
公
1
7
年

　
　
　
悪
公
之
在
梁
也
、
梁
伯
妻
之
、
梁
灘
孕
過
期
。
卜
招
襲
撃
其
子
ト
之
。
其
子
日
、

　
　
將
生
一
男
一
女
。
招
日
、
然
。
男
爲
人
臣
、
女
諸
人
妾
。
故
名
辞
日
國
、
女
日
妾
。

　
　
及
子
謙
譲
質
、
妾
爲
宙
女
焉
。

　
③
　
『
左
伝
』
宣
公
1
2
年

　
　
　
…
…
鄭
伯
肉
祖
牽
羊
以
逆
日
、
孤
不
天
、
不
能
事
悪
、
使
慰
懐
怒
、
以
及
激
邑
、

　
　
孤
之
罪
也
。
敢
不
唯
薬
量
聴
。
其
俘
囚
江
南
、
以
費
海
濱
、
亦
唯
命
。
其
鵬
以
賜

　
　
諸
侯
、
使
臣
妾
之
、
亦
唯
命
。

　
④
こ
の
点
は
す
で
に
沈
家
本
も
指
摘
し
て
い
る
。
『
歴
代
刑
法
分
致
』
巻
1
1
に
言

　
　
う
。

　
　
　
按
、
左
傅
僖
十
七
年
、
男
爲
人
臣
、
女
爲
人
妾
、
此
不
過
澄
言
賎
磯
之
辮
。
昭

　
　
七
年
目
重
臣
瓢
、
隷
器
品
、
罵
言
人
之
有
十
等
耳
。
思
置
罪
名
無
渉
也
。

　
⑤
　
　
『
左
伝
』
嚢
公
1
0
年

　
　
　
…
…
子
西
聞
盗
、
不
傲
而
出
、
戸
簡
追
盗
。
盗
入
叢
話
宮
。
乃
齢
授
甲
、
臣
妾

　
　
当
逃
、
器
用
聡
慧
。

　
⑥
楊
樹
達
一
九
五
五
、
巻
二
。

　
⑦
『
左
伝
』
隠
公
5
年

　
　
　
臓
詩
伯
諌
日
、
…
…
若
夫
山
林
川
澤
岩
盤
、
器
用
之
資
、
五
帝
之
審
、
官
司
之

　
守
、
非
君
所
及
也
。

⑧
　
『
左
伝
』
嚢
公
1
4
年

　
　
師
畷
舞
日
、
…
…
是
故
天
子
有
公
、
諸
侯
有
卿
、
卿
置
側
室
、

　
占
有
朋
友
。
庶
人
工
商
阜
堅
強
國
、
皆
有
親
眠
、
以
網
輔
佐
也
。

⑨
『
左
伝
』
嚢
公
2
1
年

大
夫
有
戴
宗
、

　
　
武
滞
日
、
…
…
庶
母
籍
邑
於
邪
以
來
、
子
以
姫
幾
妻
之
、
而
與
男
声
、
其
從
者

　
皆
有
賜
焉
。
若
大
盗
禮
焉
以
看
之
姑
姉
興
其
大
山
、
其
次
阜
牧
車
馬
、
其
小
者
衣

　
裳
劒
帯
。
是
賞
盗
也
。

⑩
『
左
伝
』
裏
公
3
0
年

　
　
二
月
癸
未
、
膏
悼
夫
人
食
輿
人
之
城
杷
者
。
緯
縣
人
或
年
長
夷
、
無
子
而
往
、

　
與
於
食
。

⑪
　
『
左
伝
』
定
公
8
年

　
　
孟
氏
選
閨
人
之
壮
者
三
百
人
、
以
爲
公
認
築
室
於
門
外
。

⑫
註
⑨
に
同
じ
。

⑬
『
左
伝
』
製
罐
9
年

　
　
子
襲
日
、
…
…
其
卿
譲
於
善
、
其
大
央
不
失
守
、
其
士
競
於
教
、
其
庶
人
力
於

農
糠
、
商
工
阜
隷
不
知
罪
業
。

⑭
　
た
だ
し
、
こ
の
例
は
註
⑬
と
同
様
、
戦
国
的
な
四
民
分
業
論
（
例
え
ば
『
管
子
』

　
小
漢
篇
の
如
き
）
の
影
響
が
窺
え
る
よ
う
に
田
心
う
。

⑮
『
左
註
』
昭
公
7
年

　
　
天
有
十
日
、
人
有
十
等
、
下
所
以
事
上
、
上
所
以
素
餐
也
。
故
王
臣
公
、
公
臣

　
大
夫
、
大
央
臣
士
、
士
臣
単
、
阜
臣
輿
、
輿
臣
隷
、
隷
臣
僚
、
僚
臣
僕
、
僕
臣
壁
、

　
馬
有
園
、
牛
有
牧
、
以
待
百
事
。

⑯
楊
寛
｝
九
六
八
、
一
竺
五
頁
以
下
。
楊
寛
｝
九
八
○
、
第
四
章
。

⑰
　
註
⑩
に
嗣
じ
。

⑱
宇
都
木
一
九
七
九
。

⑲
註
⑦
に
同
じ
。

⑳
　
そ
の
原
悶
は
、
世
族
闘
の
勢
力
抗
争
（
都
氏
・
黒
氏
・
懸
…
氏
ほ
か
）
や
減
族
（
原

　
氏
）
、
中
心
人
物
の
出
奔
（
狐
氏
）
な
ど
に
あ
る
。

15 （809）



⑳
　
金
文
の
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
銘
文
拓
本
（
も
し
く
は
蘂
本
）
の
所
在
を
示
し
、

　
書
き
下
し
文
を
並
離
す
る
に
止
め
た
。
個
々
の
文
字
の
釈
義
に
問
題
が
多
く
、
正

　
確
な
口
語
訳
は
蔑
め
な
い
か
ら
で
あ
る
。

⑫
　
「
熱
」
（
原
作
齪
）
の
字
義
に
関
し
て
は
諸
説
が
あ
り
（
伊
藤
一
九
七
六
参
照
）
、

　
い
ず
れ
に
従
う
べ
ぎ
か
決
め
か
ね
る
。
こ
の
字
釈
が
確
定
さ
れ
れ
ば
、
　
〈
伊
殴
〉

　
〈
師
澱
殴
〉
に
み
え
る
隷
属
一
者
の
性
絡
も
、
よ
り
明
確
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

⑳
　
　
「
僕
」
に
つ
い
て
は
前
期
金
文
の
〈
師
鰭
鼎
〉
（
大
系
一
二
、
三
代
四
・
三
一
）

　
に

　
　
唯
三
月
丁
卯
、
師
族
衆
僕
、
不
急
王
征
子
方
躍
。
吏
率
友
弘
、
以
告
干
白
慰
父
。

　
才
葬
。
…
…

　
と
見
え
、
や
は
り
軍
行
に
従
っ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
字
形
か
ら
す
れ

　
ば
「
駿
」
は
馬
と
鞭
、
　
「
牧
」
は
牛
と
鞭
に
従
う
。
ま
た
「
僕
」
の
解
釈
と
し
て

　
は
、
甲
骨
文
の
コ
飛
」
を
初
字
と
し
、
そ
れ
は
冠
首
し
て
両
手
で
箕
を
奉
ず
る

　
形
だ
と
の
説
（
商
一
九
三
四
）
が
毘
さ
れ
て
い
る
。
興
味
深
い
見
郷
で
は
あ
る
が
、

　
「
箕
」
は
の
ち
に
「
一
介
嫡
女
、
執
箕
第
以
咳
姓
於
王
宮
」
（
『
塗
下
』
呉
語
）
の

　
如
く
、
　
当
箒
」
と
共
に
乙
女
の
象
徴
的
勢
働
手
段
と
さ
れ
て
お
り
、
商
氏
の
説
に

　
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

㊨
白
川
養
魚
は
「
こ
れ
ら
の
不
自
由
民
は
股
代
に
す
で
に
存
し
た
も
の
も
あ
り
、

　
ま
た
股
周
の
際
に
氏
族
の
崩
壊
や
戦
争
に
よ
る
俘
囚
と
し
て
不
自
由
民
化
し
た
も

　
の
も
あ
る
で
あ
ろ
う
」
　
（
白
川
｝
九
八
○
、
四
八
頁
）
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

⑮
　
一
九
七
五
年
に
山
西
省
長
治
市
博
物
館
が
収
集
し
た
長
子
県
出
土
の
鼎
で
あ
る
。

　
叙
爵
（
文
物
一
九
七
九
一
九
、
図
版
七
）
か
ら
前
期
末
葉
に
属
す
る
と
判
断
し
た
。

⑳
　
一
九
七
三
年
に
北
京
厨
山
県
琉
璃
鳥
で
出
土
し
た
「
匿
侯
器
グ
ル
ー
プ
」
の
一

　
器
で
あ
る
。

⑳
　
た
だ
し
「
白
大
師
易
克
僕
辮
夫
」
　
（
〈
白
克
壷
〉
大
系
九
三
）
の
如
く
、
　
「
夫
」

　
を
も
っ
て
「
僕
」
を
数
え
る
例
も
皆
無
で
は
な
い
。
し
か
し
、
　
「
家
」
を
も
っ
て

　
「
臣
妾
」
を
数
え
た
例
は
、
今
の
と
こ
ろ
見
当
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
「
臣
」

　
を
賜
与
す
る
場
舎
は
多
く
「
家
」
を
も
っ
て
数
え
る
が
（
員
塚
一
九
三
三
参
照
）
、

　
こ
の
「
臣
」
は
「
臣
妾
」
と
鯛
系
統
の
も
の
で
あ
る
。

⑱
　
な
お
『
左
伝
』
裏
公
2
3
年
に

　
　
初
斐
豹
瓢
也
、
署
於
丹
書
。
灘
属
之
力
二
日
欝
血
、
國
入
躍
之
。
斐
豹
謂
宣
子

　
日
、
筍
三
態
書
、
我
殺
督
戎
。
宣
子
醤
日
、
而
殺
之
、
所
不
請
於
霜
焚
丹
書
潜
、

　
有
量
目
。

　
と
い
う
有
名
な
一
節
が
あ
り
、
杜
預
は
「
蓋
犯
罪
没
爲
官
奴
、
語
長
書
其
罪
也
」

　
と
解
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
杜
解
は
、
正
義
も
引
く
『
周
礼
』
秋
官
司
属
（
第
四

　
章
註
⑳
参
照
）
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
解
釈
は
疑
問
で
あ

　
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
県
鄙
の
庶
人
に
科
刑
す
る
こ
と
は
春
秋
期
に

　
は
あ
り
得
な
い
し
、
国
都
の
人
々
の
場
合
は
罪
を
犯
せ
ば
、
ほ
と
ん
ど
「
放
（
追

　
放
）
」
に
処
せ
ら
れ
る
の
が
『
左
伝
』
の
常
だ
か
ら
で
あ
る
（
荘
公
6
年
、
宣
公
元

　
年
、
成
公
5
年
、
1
7
年
、
襲
公
2
9
年
、
昭
公
元
年
・
3
年
、
王
公
3
年
な
ど
）
。
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四
　
戦
国
期
の
展
開

戦
国
期
に
至
る
と
、
情
況
は
大
き
く
変
化
す
る
。
社
会
の
さ
ら
な
る
階
層
分
化
、
諸
国
間
の
戦
闘
の
質
量
両
面
に
わ
た
る
拡
大
、
ま
た
公
権

力
の
支
配
機
構
整
備
な
ど
が
、
前
代
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
形
と
規
模
と
で
進
行
す
る
の
で
あ
る
。
当
然
そ
れ
に
伴
い
、
隷
属
春
の
存
在
形
態
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も
大
き
な
変
化
を
被
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
。

　
第
一
に
看
取
さ
れ
る
の
が
、
捕
虜
に
対
す
る
処
遇
の
変
化
で
あ
る
。
春
秋
期
の
場
合
、
捕
虜
は
多
く
支
配
者
層
で
あ
り
、
ゆ
え
に
然
る
べ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

手
続
き
に
よ
っ
て
贈
身
も
可
能
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
次
に
引
く
『
墨
子
』
の
一
節
は
、
全
く
異
っ
た
捕
虜
の
姿
を
示
し
て
い
る
。

　
　
　
（
兵
を
動
か
し
て
）
謡
講
を
侵
し
、
そ
の
作
物
を
刈
り
取
り
、
樹
木
を
伐
り
倒
し
、
城
郭
を
殿
ち
、
溝
や
池
を
埋
め
、
組
廟
を
焼
き
沸
っ
て
、
犠
牲
の
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
　
物
を
取
り
殺
す
。
佳
罠
の
手
向
う
者
は
斬
り
殺
し
、
手
向
わ
ぬ
者
は
捕
え
て
蹄
り
、
男
は
星
園
・
膏
靡
と
な
し
、
女
は
春
潮
と
な
す
。

捕
虜
に
対
す
る
身
柄
の
拘
束
と
い
う
例
は
、
前
章
で
見
た
如
く
既
に
春
秋
期
に
存
在
し
た
。
だ
が
、
戦
国
期
の
場
合
そ
れ
が
労
役
と
不
可
分
に

結
び
つ
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
特
微
が
あ
る
と
書
え
よ
う
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
の
身
柄
の
不
自
由
さ
と
労
役
の
特
殊
性
ゆ
え
に
、
彼
等
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

一
般
庶
人
よ
り
も
更
に
下
位
の
存
在
と
見
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
社
会
の
底
辺
者
と
し
て
諸
書
に
現
わ
れ
る
「
滅
獲
」
な
る
語
の
本
義
は
、
か

か
る
捕
虜
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。

　
身
柄
を
拘
束
さ
れ
労
役
に
服
せ
し
め
ら
れ
る
老
は
、
犯
罪
に
よ
っ
て
も
ま
た
生
ず
る
。
　
『
暴
馬
春
秋
』
精
通
篇
に
み
え
る
次
の
一
節
は
、
そ

の
点
で
有
名
な
例
で
あ
る
。

　
　
鍾
子
福
が
、
あ
る
夜
、
磐
を
撃
つ
音
を
聞
き
悲
し
く
思
い
、
人
を
や
っ
て
樂
師
を
召
し
出
し
て
問
う
た
。
　
「
お
ん
身
の
磐
を
難
う
音
は
、
何
ゆ
え
悲
し
い

　
　
の
か
」
と
。
答
え
て
言
う
に
、
　
「
手
前
の
父
は
不
幸
に
も
人
を
殺
し
、
死
罪
と
な
り
ま
し
た
。
母
は
死
を
踊
れ
ま
し
た
も
の
の
、
公
家
の
た
め
に
酒
づ
く

　
　
り
を
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
手
前
自
身
も
死
を
免
れ
ま
し
た
が
、
や
は
り
公
家
の
た
め
に
磐
を
撃
つ
身
で
ご
ざ
い
ま
す
。
手
前
は
も
う
三
年
も
母
を
見
て

　
　
お
り
ま
せ
ん
。
む
か
し
帯
に
休
み
ま
し
た
と
き
母
を
見
か
け
、
身
柄
を
意
う
手
だ
て
を
漏
り
ま
し
た
が
、
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
も
我
が
身
は
も
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
　
よ
り
公
家
の
財
。
そ
れ
ゆ
え
（
磐
三
つ
音
も
）
悲
し
い
の
で
す
」
と
。

こ
の
説
話
は
伯
牙
の
琴
を
よ
く
聞
き
わ
け
た
罪
人
の
鍾
子
期
（
『
重
氏
春
秋
』
威
勢
篇
ほ
か
）
に
仮
託
さ
れ
て
い
る
が
、
内
容
は
戦
国
期
の
も
の
に

相
違
あ
る
ま
い
。
そ
し
て
こ
の
場
合
で
も
や
は
り
、
連
坐
に
よ
る
身
柄
の
拘
束
（
没
官
）
が
ま
ず
あ
っ
て
、
そ
の
結
果
と
し
て
酒
づ
く
り
や
撃
磐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

な
ど
の
職
役
に
服
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
よ
う
コ
こ
う
し
た
変
化
は
お
そ
ら
く
、
国
・
野
の
対
峙
が
崩
壊
す
る
一
方
、
庶
人
の
参
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戦
に
よ
る
戦
闘
規
模
の
拡
大
や
刑
罰
体
系
の
整
備
が
没
官
者
の
増
加
を
も
た
ら
す
中
で
、
彼
等
の
労
働
力
を
有
利
に
搾
取
せ
ん
と
す
る
意
図
を

戦
勝
国
な
い
し
公
権
力
の
側
が
抱
く
こ
と
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
彼
等
の
性
質
は
労
役
刑
徒
と
極
め
て
接
近

し
た
も
の
に
な
る
と
は
言
え
、
本
質
は
あ
く
ま
で
身
柄
の
隷
属
に
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
た
と
え
労
役
刑
と
規
定
し
う
る
刑
罰
で
あ
っ
て
も
、
一

定
期
聞
が
経
過
す
れ
ば
労
役
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
い
っ
た
考
え
方
、
す
な
わ
ち
刑
期
の
観
念
は
、
そ
こ
に
は
ま
だ
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
戦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

国
期
の
最
も
代
表
的
な
没
官
身
分
で
あ
る
「
再
靡
」
に
つ
い
て
、
こ
の
点
を
少
し
く
論
じ
て
み
よ
う
。

　
聖
代
の
例
で
あ
る
が
、
楚
元
王
が
申
公
・
凄
艶
に
対
し
「
こ
れ
を
習
歴
に
し
、
こ
れ
に
赫
衣
を
衣
せ
、
市
に
杵
臼
・
雅
春
せ
し
」
め
た
と
あ

り
、
晋
灼
の
語
釈
に
「
得
は
相
な
り
、
靡
は
随
な
り
」
と
雷
い
、
顔
師
古
は
そ
れ
を
承
け
て
「
聯
繋
し
て
相
い
随
い
て
こ
れ
を
服
役
せ
し
む
。

故
に
こ
れ
を
心
身
と
謂
う
」
と
説
く
（
『
漢
書
』
巻
3
6
講
元
王
伝
注
）
。
要
す
る
に
脊
靡
と
は
繋
累
さ
れ
て
労
役
に
服
す
る
者
を
謂
う
。
よ
り
具
体

的
に
は
、
城
郭
の
修
築
に
従
う
者
と
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
『
荘
子
』
則
上
篇
に
魏
の
季
子
（
季
真
）
の
言
葉
と
し
て
、

　
　
十
伽
の
城
壁
を
築
く
の
に
、
既
に
心
霊
ま
で
築
き
終
え
た
と
し
ま
す
。
な
の
に
ま
た
、
こ
れ
を
取
急
し
て
し
ま
う
の
は
、
亡
命
の
苦
し
む
と
こ
ろ
で
あ
り

　
　
　
　
⑦

　
　
ま
す
。

と
あ
り
、
ま
た
諸
書
に
散
見
す
る
股
武
丁
の
相
・
傅
説
の
伝
説
が
、
時
に
「
傅
説
は
青
靡
た
り
」
と
言
い
、
時
に
「
傅
険
（
も
し
く
は
傅
巌
）
に

　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

築
く
」
と
言
う
よ
う
に
、
そ
の
呼
称
は
築
城
と
結
び
つ
い
て
現
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
先
に
引
い
た
『
墨
子
』
の
胃
靡
は
捕
虜
に
由
来

す
る
例
で
あ
っ
た
が
、
刑
罰
と
し
て
の
脊
靡
も
当
然
あ
り
得
た
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
『
韓
非
子
』
六
反
篇
に
、
刑
罰
と
は
ひ
と
り
犯
罪
者
の

み
を
治
め
る
も
の
で
は
な
い
と
主
張
し
、
次
の
喩
え
を
引
く
。

　
　
盗
人
を
刑
す
る
の
は
、
刑
す
べ
き
漁
人
の
み
を
取
り
し
ま
る
の
で
は
な
い
。
刑
す
べ
き
漁
人
の
み
を
取
り
し
ま
る
の
で
は
、
脊
駆
を
取
り
し
ま
る
の
と
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
　
じ
で
あ
る
。
　
（
こ
れ
は
刑
罰
の
本
來
の
目
的
で
は
な
い
。
）

習
下
す
な
わ
ち
刑
徒
と
考
え
て
初
め
て
成
り
立
つ
論
理
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
得
靡
と
は
、
後
の
城
旦
に
桐
焦
す
る
強
制
労
働
に
従
事
す
る
一

種
の
刑
徒
で
あ
る
。
そ
し
て
、
隷
属
者
の
労
働
力
を
単
な
る
賎
役
に
止
め
る
こ
と
な
く
、
築
城
と
い
う
社
会
的
必
要
労
働
に
振
り
向
け
る
点
に
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秦の隷属身分とその起源（籾山）

お
い
て
、
よ
り
進
歩
し
た
刑
罰
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
富
国
強
兵
を
唱
え
る
戦
国
諸
国
に
あ
っ
て
は
、
相
当
広
範

に
行
な
わ
れ
た
刑
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
臨
濃
鼠
嵐
山
講
本
の
『
尉
糠
子
』
に
「
今
世
、
千
金
は
死
せ
ず
、
百
金
は
脊
靡
と
な

　
　
　
　
　
　
　
⑩

ら
ず
」
と
あ
る
の
は
、
直
接
に
は
資
産
に
よ
る
刑
の
不
平
等
を
言
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
反
面
、
胃
靡
が
死
刑
と
並
ぶ
刑
罰
の
代
表
と
な
っ
て

い
た
こ
と
を
示
す
例
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
一
方
で
、
そ
れ
は
労
役
刑
と
し
て
完
全
に
分
化
し
切
っ
て
い
な
い
面
も
有
し
て
い
た
。
　
『
韓

非
子
』
解
老
篇
に
言
う
。

　
　
膏
廉
も
冤
ぜ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
し
、
死
罪
も
時
に
死
を
赦
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
る
に
、
満
足
を
知
ら
ぬ
者
の
憂
い
は
終
身
な
く
な
る
こ
と
が
な

　
　
画

　
　
し

か
か
る
比
喩
が
成
り
立
つ
た
め
に
は
、
蕎
靡
が
本
来
「
終
身
解
け
ざ
る
」
身
分
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
と
す
る
な
ら
ば
、
貫
靡
と
は
刑
期
と

い
う
観
念
が
伴
っ
て
い
な
い
、
そ
の
意
味
で
春
秋
の
「
臣
妻
」
の
如
き
人
身
的
隷
属
老
と
し
て
の
鵬
帯
を
残
し
た
労
役
刑
（
徒
）
で
あ
る
、
と

規
定
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
幽
翠
の
み
な
ら
ず
醸
酒
や
春
米
な
ど
他
の
労
役
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
っ
た
こ
と
、
先
の
鍾
子
期

の
説
話
に
み
え
る
通
り
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
小
稿
の
主
題
と
な
っ
て
い
る
試
訳
妾
や
臣
妾
は
、
い
っ
た
い
如
何
な
る
流
れ
の
中
で
形
成
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に

臣
妾
に
つ
い
て
眼
を
向
け
て
み
よ
う
。

　
『
戦
国
策
』
秦
策
四
に
、
楚
人
・
黄
激
の
言
葉
と
し
て
次
の
如
く
み
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ま
よ
　
　
　
　
　
ま
つ

　
　
韓
・
魏
で
は
、
父
子
兄
弟
代
々
あ
い
次
い
で
秦
と
の
戦
い
に
難
れ
る
こ
と
百
世
に
及
ん
で
い
ま
す
。
…
…
（
職
死
者
の
）
亡
難
は
彷
狸
っ
て
祀
ら
れ
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
　
と
も
な
く
、
百
姓
は
生
活
に
安
ん
ぜ
ず
、
家
族
は
離
散
し
、
流
亡
し
て
臣
妾
と
な
る
者
が
天
下
に
満
ち
て
い
ま
す
。

こ
こ
に
言
う
「
臣
妾
」
が
、
前
章
で
み
た
よ
う
な
宮
府
の
隷
属
者
と
全
く
異
質
な
存
在
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
自

ら
の
生
産
手
段
た
る
土
地
か
ら
遊
離
し
、
他
人
の
憂
患
の
も
と
に
流
入
し
た
階
級
的
没
落
者
を
指
す
言
葉
と
し
て
、
こ
こ
で
は
用
い
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
か
か
る
「
臣
妾
」
の
内
容
変
化
の
背
後
に
は
、
戦
国
期
の
社
会
経
済
史
的
発
展
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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戦
国
期
の
も
つ
経
済
史
的
な
意
義
と
し
て
、
鉄
製
農
具
と
畜
力
と
の
導
入
に
よ
る
生
産
力
の
飛
躍
的
増
加
を
あ
げ
る
こ
と
に
、
誰
し
も
異
論

　
　
　
　
⑬

は
あ
る
ま
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
一
方
で
直
接
生
産
者
の
間
に
深
刻
な
階
級
分
化
を
引
き
起
こ
し
た
こ
と
も
、
周
知
の
事
実
で
あ
ろ
う
。
　
『
漢

書
』
巻
2
4
食
貨
志
上
に
言
う
「
庶
人
の
富
め
る
者
は
鉦
萬
を
累
ね
、
貧
し
き
老
は
糟
糠
を
食
む
」
現
実
は
、
漢
人
の
考
え
た
如
く
ひ
と
り
商
鞍

の
変
法
の
み
が
惹
引
し
た
も
の
で
は
な
く
、
戦
国
期
の
経
済
発
展
の
必
然
的
な
結
果
な
の
で
あ
る
。
か
く
て
先
ず
貧
富
の
差
が
生
じ
、
ひ
と
た

び
国
土
が
荒
廃
す
れ
ぼ
、
貧
者
は
流
民
と
化
す
。
　
『
孟
子
』
梁
恵
王
章
句
下
の
著
名
な
一
節
は
、
か
か
る
現
実
を
何
よ
り
よ
く
物
語
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ど
　
ぶ

　
　
凶
作
・
騰
鯉
の
年
に
は
、
貴
書
の
人
民
の
老
人
・
子
供
は
溝
餐
に
轄
げ
込
ん
で
死
に
、
壮
年
の
散
り
散
り
に
な
っ
て
四
方
に
行
く
者
は
何
千
人
あ
る
か
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
　
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
な
の
に
貴
國
の
米
倉
に
は
強
物
が
充
ち
、
金
庫
に
は
金
が
一
杯
。
そ
れ
を
指
摘
す
る
役
人
も
お
り
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
な
　
　
　
　
　
た
く
わ

一
家
の
離
散
に
は
至
ら
ず
と
も
、
売
子
の
如
き
は
決
し
て
少
く
は
な
か
っ
た
。
　
『
管
子
』
治
国
篇
に
「
今
や
倉
魔
虚
し
く
民
積
え
無
く
、
農
夫

　
　
　
　
　
ひ
さ

も
っ
て
子
を
粥
ぐ
は
、
上
に
以
て
こ
れ
を
均
し
く
す
る
に
術
無
け
れ
ば
な
り
」
と
あ
り
、
　
『
韓
非
子
』
六
反
篇
に
「
管
玉
え
歳
荒
れ
れ
ば
、
妻

　
う

を
嫁
り
子
を
売
る
」
と
あ
る
な
ど
、
い
ず
れ
も
そ
の
例
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
か
く
て
生
ま
れ
た
流
民
・
売
子
は
、
か
の
四
君
の
食
客
の
よ
う
に
才
を
売
り
も
の
に
被
護
を
求
む
着
も
あ
っ
た
と
は
言
え
、
大
半
は
人
身
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

隷
属
老
と
し
て
富
者
の
経
営
内
へ
取
り
込
ま
れ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
「
臣
妾
」
で
あ
っ
た
。
　
『
孝
経
』
孝
治
章
に
「
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

を
治
む
る
者
は
敢
て
臣
妾
を
失
せ
ず
、
而
る
に
況
や
妻
子
を
や
」
と
あ
る
の
は
病
毒
と
家
と
の
結
び
つ
き
を
示
し
、
　
『
荘
子
』
則
陽
篇
の
「
夫

　
　
　
　
い
ね
　
　
　
　
　
　
た
て
ま
　
　
　
　
　
⑱

妻
臣
妾
の
極
（
－
褐
）
を
登
つ
る
者
あ
り
」
と
の
一
文
か
ら
は
、
主
人
と
臣
妾
と
が
共
に
田
作
に
従
事
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
窺
え
よ
う
。
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

う
ん
「
妾
」
の
場
合
に
は
、
主
人
の
副
妻
と
な
る
こ
と
も
少
く
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
、
か
か
る
私
的
な
隷
属
者
た
ち
は
、
　
「
引
攣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

を
売
る
に
、
里
巷
を
出
で
ず
し
て
取
ら
る
る
は
、
良
き
年
中
な
り
」
と
い
う
僅
諺
が
生
ま
れ
る
ま
で
に
普
遍
的
な
存
在
と
な
っ
て
い
た
。
　
「
臣

妾
・
馬
牛
を
売
り
若
し
く
は
買
う
こ
と
有
る
を
ト
す
」
（
『
史
記
』
亀
策
列
伝
・
袴
少
額
補
）
と
い
っ
た
占
ト
の
必
要
性
も
、
こ
う
し
た
背
景
あ
っ
て

　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
り

の
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
「
奴
卿
の
市
を
置
き
、
牛
馬
と
蘭
を
同
じ
う
す
」
（
『
漢
書
』
巻
9
9
野
葬
伝
）
と
は
多
少
の
誇
張
は
あ
ろ
う
が
、
ひ
と
り
秦
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
⑬

の
み
に
止
ま
ら
ぬ
現
象
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
か
つ
て
中
国
奴
隷
制
研
究
の
中
で
、
梁
啓
超
、
労
韓
、
プ
ー
リ
ィ
ブ
ラ
ン
ク
（
即
ρ
弼
議
①
で
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⑳

び
囲
霞
ε
ら
の
諸
氏
が
等
し
く
指
摘
し
た
よ
う
に
、
私
的
な
隷
属
者
が
民
聞
に
出
現
し
た
こ
と
、
こ
れ
が
戦
国
期
の
注
目
す
べ
き
第
二
の
特
徴
で

　
㊧

あ
る
。
先
に
引
用
し
た
『
戦
国
策
』
を
始
め
、
戦
国
期
に
関
す
る
文
献
に
「
臣
妾
」
と
記
さ
れ
た
者
の
実
体
は
、
か
か
る
民
間
の
私
的
隷
属
者

　
　
後
代
の
私
意
脾
1
に
他
な
ら
な
い
。
彼
等
は
人
身
的
隷
属
と
い
う
側
面
を
も
つ
が
故
に
「
臣
妾
」
と
呼
ば
れ
て
は
い
る
が
、
そ
の
性
質

に
お
い
て
春
秋
期
の
「
臣
斐
」
と
大
き
く
断
絶
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
戦
国
期
の
「
臣
妾
」
と
は
、
社
会
の
至
漁
者
な
の
で
あ
る
。

　
《
秦
簡
》
の
隷
属
身
分
と
し
て
の
臣
妾
が
、
か
か
る
戦
国
期
の
「
臣
妾
」
を
法
文
上
に
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
も
は
や
雷
う
ま
で

も
あ
る
ま
い
。
右
に
述
べ
た
如
く
、
本
来
そ
れ
は
富
者
の
経
営
内
へ
取
り
込
ま
れ
た
階
級
没
落
者
で
あ
り
、
言
わ
ば
主
人
と
の
私
的
関
係
に
お

い
て
成
立
し
た
身
分
で
あ
っ
た
。
　
《
秦
簡
》
の
場
合
も
無
論
こ
の
関
係
を
基
本
的
に
承
認
す
る
こ
と
、
第
二
章
で
み
た
通
り
で
あ
る
。
だ
が
、

よ
り
重
視
す
べ
き
は
、
主
人
・
臣
妾
関
係
を
法
文
上
に
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
来
私
的
な
身
分
で
あ
っ
た
「
臣
妾
」
を
国
家
身
分
の
一

環
と
し
て
1
庶
人
の
下
位
身
分
と
し
て
I
l
位
置
づ
け
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
正
看
は
主
人
を
告
訴
す
る
権
利
こ
そ
も
た
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、

反
面
ひ
と
し
く
国
家
身
分
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
。
主
人
の
恣
意
的
な
暴
力
が
公
権
力
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
そ
の
端
的
な

　
　
　
　
　
⑳

表
わ
れ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
に
お
い
て
《
秦
簡
》
の
臣
妾
と
は
、
後
の
「
賎
」
身
分
の
一
つ
の
先
蹴
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

し
て
そ
れ
が
、
戦
国
期
の
社
会
変
動
の
中
か
ら
階
級
分
化
の
結
果
と
し
て
生
じ
た
「
臣
妾
」
に
淵
源
を
も
つ
こ
と
は
、
　
「
賎
」
身
分
の
形
成
を

考
え
る
う
え
で
決
し
て
小
さ
く
な
い
意
味
を
も
つ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
と
も
あ
れ
、
　
《
秦
簡
》
に
み
え
る
隷
属
身
分
の
う
ち
臣
妾
の
起
源
に
つ
い
て
は
一
応
の
見
解
を
示
し
得
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ま
だ
総
て
が

解
決
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
ま
で
検
討
し
た
史
料
の
中
に
、
隷
臣
妾
に
相
当
す
る
身
分
は
な
か
っ
た
。
で
は
、
そ
れ
は
い
つ
、
　
い
か

な
る
要
因
の
も
と
に
生
ま
れ
た
も
の
な
の
か
。
こ
の
問
題
を
次
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
章
ま
で
の
検
討
を
踏
ま
え
て
次
章
で
は
再
び

《
秦
簡
》
に
立
ち
返
り
、
こ
の
疑
問
を
《
秦
簡
》
自
体
に
問
い
た
だ
し
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。

①

『
左
伝
』
僖
公
2
8
年
に

五
月
丙
午
、
脅
侯
及
鄭
伯
盟
予
審
雍
。

丁
未
、
鰍
楚
俘
干
王
、
食
養
百
乗
、
徒

兵
千
。

と
み
え
る
が
、

こ
れ
は
蛮
夷
た
る
楚
の
俘
を
周
王
に
献
ず
る
「
献
功
」
で
あ
り
、
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単
な
る
捕
虜
で
は
な
い
。
ま
た
贈
身
の
例
と
し
て
は
宜
公
2
年
に

　
　
二
月
壬
子
、
職
干
大
棘
。
宋
師
敗
績
。
囚
華
元
、
獲
樂
呂
。
…
…
宋
愚
弟
兵
車

　
百
乗
、
文
馬
百
駅
、
以
腰
華
元
干
郷
。

　
と
み
え
る
。

②
　
『
墨
子
』
天
志
下
篇

　
　
入
其
溝
境
、
刈
其
禾
稼
、
斬
其
樹
木
、
残
其
城
郭
、
以
御
其
溝
池
（
簡
墨
引
望

　
引
攣
云
、
御
字
義
不
可
漁
。
御
田
爲
抑
。
抑
之
需
麺
也
、
謂
壌
其
城
郭
以
塞
其
溝

　
池
。
）
、
焚
焼
其
組
帯
、
撰
殺
其
犠
牲
。
民
之
格
者
、
則
墨
黒
之
、
不
格
者
、
則
係

　
操
而
麟
。
丈
夫
以
爲
僕
会
得
廉
、
婦
人
零
丁
春
酋
。

③
例
え
ば
『
韓
非
子
』
顧
學
篇
に

　
　
漆
離
懇
書
、
不
色
悪
、
不
導
逃
、
行
旧
藩
遽
黒
瀬
獲
、
行
直
則
怒
於
諸
侯
、
世

　
主
以
爲
廉
而
禮
之
。

　
と
あ
り
、
諸
侯
と
紺
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
「
繊
獲
」
の
釈

　
義
に
は
、
　
「
奴
碑
之
賎
綱
也
」
と
す
る
揚
雄
『
方
書
』
巻
3
の
説
と
、
　
「
敗
敵
所

　
被
虜
獲
爲
奴
隷
春
」
と
す
る
晋
灼
の
読
（
『
漢
書
』
巻
6
2
司
馬
濯
傳
師
古
注
引
）
と

　
が
あ
る
が
、
宇
面
か
ら
見
て
後
者
が
原
義
と
思
わ
れ
る
。

④
　
　
『
王
氏
春
秋
』
精
通
篇

　
　
鍾
子
期
艶
聞
撃
磐
嚢
冊
悲
。
論
人
勲
爵
問
之
日
、
子
宝
撃
柔
柔
富
山
。
答
日
、

　
臣
之
父
不
幸
而
殺
人
、
不
腰
張
。
臣
之
買
得
生
、
而
爲
公
家
爲
酒
。
臣
之
身
得
生
、

　
而
爲
公
家
撃
磐
。
臣
不
観
臣
之
母
三
年
　
。
昔
爲
舎
氏
襯
臣
之
母
、
量
所
以
腰
之

　
則
無
有
。
而
身
固
公
家
之
財
也
。
是
故
悲
也
。

　
文
中
の
「
爲
舎
玩
」
を
『
新
序
』
雑
事
四
で
は
「
爲
含
市
」
に
作
る
。
本
文
で
は

　
そ
れ
に
従
い
「
市
に
休
む
」
こ
と
と
考
え
た
。
な
お
市
が
刑
徒
の
作
業
場
で
あ
る

　
こ
と
は
、
　
『
漢
書
』
巻
3
6
楚
元
懸
想
に
見
え
る
（
本
文
一
八
頁
参
照
）
。

⑤
こ
の
ほ
か
没
官
の
例
と
し
て
は
『
尉
綜
子
』
重
刑
令
篇
に
次
の
如
く
見
え
る
。

　
　
將
自
千
人
以
上
、
有
職
而
北
、
守
而
降
、
離
地
星
羅
、
命
日
國
賊
。
身
鐵
家
残
、

　
虫
其
籍
、
密
書
墳
墓
、
暴
其
煮
汁
市
、
男
女
公
警
官
。

⑥
蛋
靡
に
つ
い
て
は
既
に
呉
一
九
八
○
が
あ
り
、
本
稿
も
そ
れ
に
依
る
と
こ
ろ
が

　
大
き
い
。

⑦
『
荘
子
』
則
陽
篇

　
　
季
子
聞
而
恥
之
日
、
築
十
侮
之
城
、
城
者
既
十
傍
　
、
則
又
壌
之
、
此
習
靡
之

　
所
蕾
也
。

　
愈
腿
『
諸
子
平
議
口
巻
1
9
に

　
　
下
十
字
疑
七
字
之
誤
。
長
春
既
七
傍
、
則
難
論
十
年
、
而
去
十
偉
不
遠
別
。
故

　
諸
藩
爲
可
惜
。
醤
蝦
十
侮
、
則
土
座
之
巳
成
可
耳
。
諸
腰
親
鳥
十
傍
也
。

　
と
あ
る
の
に
従
い
、
下
の
「
十
」
を
「
七
」
と
し
て
訳
し
た
。

⑧
　
　
『
史
記
』
巻
3
股
本
紀

　
　
武
丁
夜
謹
書
聖
人
、
名
日
説
。
以
夢
所
見
嚢
臣
警
吏
、
皆
非
也
。
於
是
廼
使

　
百
工
螢
求
之
野
、
得
説
於
傅
瞼
中
。
是
時
説
爲
膏
靡
、
築
於
傅
瞼
。
…
…

　
こ
の
ほ
か
『
墨
子
』
爾
賢
下
篇
、
『
孟
子
瞼
告
子
章
句
下
、
『
羅
馬
春
秋
』
求
人

　
篇
な
ど
。

⑨
『
韓
非
子
』
六
反
篇

　
　
刑
盗
、
非
治
所
刑
也
。
配
所
刑
也
者
、
是
治
褥
擁
也
。

⑩
　
一
九
七
二
年
に
山
｛
果
省
臨
済
県
銀
雀
山
一
号
漢
墓
よ
り
出
土
し
た
も
の
。
　
『
文

　
物
』
一
九
七
七
一
三
の
釈
文
で
は
第
①
露
払
に
見
え
る
。
ち
な
み
に
現
行
の
『
武
経

　
添
書
』
本
（
学
理
篇
）
で
は
「
百
金
不
刑
」
に
作
る
。

⑪
『
韓
非
子
』
解
老
害

　
　
得
廃
有
免
、
死
罪
時
活
。
今
不
知
足
春
之
憂
、
鯵
身
不
解
。

⑫
『
戦
国
策
』
秦
策
四
（
二
号
本
に
依
る
。
以
下
岡
じ
。
）

　
　
韓
魏
父
子
兄
弟
接
鍾
蒲
死
於
秦
者
、
百
世
莫
。
…
…
鬼
榊
狐
鮮
無
所
食
、
百
姓

　
不
柳
生
、
族
類
離
散
、
流
亡
爲
黒
黒
、
浦
海
内
・
突
。

⑬
　
楊
一
九
八
○
。

⑭
『
孟
子
』
梁
恵
王
章
句
下

　
　
凶
年
鰻
歳
、
君
之
民
老
弱
韓
乎
溝
蟹
、
肚
藩
散
而
之
四
方
潜
、
幾
千
人
夷
。
而
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震
之
倉
喫
賢
、
府
庫
充
、
有
司
莫
謹
告
。

⑮
『
戦
国
策
』
散
策
四

　
　
齊
人
有
墨
黒
者
、
貧
乏
不
能
自
存
、
使
入
属
盈
嘗
零
、
願
寄
食
門
下
。

⑯
『
尉
隷
子
臨
武
議
篇
に

　
　
凡
馬
上
攻
無
過
之
城
、
毒
殺
無
罪
之
人
。
夫
殺
人
之
父
兄
、
利
人
之
貨
財
、
臣

　
妾
人
之
子
女
、
此
皆
盗
也
。
故
兵
者
所
以
謙
暴
鼠
、
禁
不
義
也
。

　
と
あ
る
の
を
見
れ
ば
、
経
済
的
理
由
に
よ
ら
ぬ
捕
虜
の
如
き
隷
属
者
を
「
臣
妾
」

　
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
戦
国
史
料
の
中
で
は
例
外
に
属
す
る
。

⑰
　
ま
た
『
嬢
子
』
大
略
篇
に
は
次
の
如
く
見
え
る
。

　
　
賜
予
其
宮
室
、
猶
用
慶
賞
於
國
家
也
。
忽
怒
其
臣
妾
、
猫
用
刑
罰
語
漏
民
也
。

　
（
集
解
引
郭
嵩
齎
云
、
宮
室
輿
躍
家
樹
文
、
臣
妾
與
萬
罠
樹
文
。
宮
室
者
、
門
揺

　
之
内
、
庭
戸
之
間
、
蓋
一
家
之
人
書
之
。
）

　
こ
こ
で
も
や
は
り
「
臣
妾
」
が
家
（
宮
室
）
内
の
存
在
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
。

⑯
　
　
『
荘
子
』
則
陽
篇

　
　
孔
子
之
楚
、
舎
於
蟻
丘
之
漿
。
其
郷
有
夫
妻
臣
妾
登
極
者
。

　
唐
・
成
玄
英
の
疏
で
は
「
極
、
高
也
」
と
説
き
、
　
『
経
典
釈
文
』
引
く
司
馬
彪
に

　
「
極
、
屋
棟
也
」
と
言
う
が
、
本
文
で
は
馬
一
九
三
〇
、
巻
2
5
に

　
　
倫
接
、
極
借
爲
禍
、
與
極
借
爲
渇
同
罪
。
説
文
日
、
褐
、
禾
畢
出
苗
也
。
段
玉

　
裁
日
、
禾
采
初
挺
出
於
苗
、
是
潤
掲
。

　
と
あ
る
説
に
従
っ
た
。

⑲
　
『
韓
非
子
』
内
省
説
下
篇

　
　
衛
人
有
夫
妻
藩
者
。
而
祝
日
、
使
我
無
故
、
得
百
束
布
。
其
吉
日
、
何
少
也
。

　
樹
日
、
盆
点
、
子
将
以
買
妾
。

⑳
『
戦
国
策
』
秦
策
一

　
　
故
白
油
妾
、
不
話
芸
巷
而
孟
春
、
良
撲
妾
也
。
出
男
気
於
郷
里
者
、
毒
婦
也
。

　
同
じ
く
秦
策
一
に
は

　
　
費
書
志
笛
乎
閲
巷
者
、
良
僕
妾
也
。
出
婦
望
郷
曲
者
、
良
婦
也
。

　
と
あ
る
が
、
本
文
で
は
前
者
に
従
っ
た
。

⑳
　
戦
晴
中
に
長
沙
東
郊
杜
家
波
の
戦
国
墓
か
ら
発
見
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
「
楚
の
畠

　
書
」
の
月
名
に
関
わ
る
記
述
の
部
分
に
も
、
お
そ
ら
く
臣
妾
の
入
手
を
占
う
と
思

　
わ
れ
る
文
章
が
み
え
る
。

　
　
日
如
可
以
出
師
飯
邑
／
不
可
以
口
説
取
難
壁
／
不
亦
得
不
感
〔
下
縫
〕
（
切
9
門
亭

　
p
銭
一
り
認
魑
O
Q
。
）

　
　
臼
皐
鐵
親
署
得
以
懸
不
／
見
月
在
鶴
里
不
可
以
享
／
祀
凶
取
□
□
三
賀
妾
〔
下

　
欠
〕
（
ぎ
一
9
0
同
δ

　
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
隷
定
に
な
お
問
題
を
残
し
、
全
体
の
意
味
は
判
じ

　
難
い
。

＠
梁
一
九
一
一
五
。

⑭
労
一
九
三
五
。

⑳
　
囹
巳
同
憂
げ
一
再
一
（
お
α
o
。
◆

面
　
『
周
礼
』
地
官
質
人
に

　
　
質
人
、
掌
成
市
之
貨
、
賄
人
民
牛
馬
兵
器
珍
異
。

　
と
あ
り
、
郷
玄
は

　
　
人
民
、
奴
輩
也
。

　
と
注
す
る
。
同
じ
く
秋
官
司
属
に
は

　
　
其
奴
、
男
子
入
子
罪
隷
、
女
子
入
干
酒
量
。

　
と
言
い
、
鄭
司
農
が

　
　
謂
坐
爲
盗
賊
而
爲
奴
春
、
輪
於
罪
隷
春
人
稟
人
之
官
也
。
由
是
観
覧
、
今
之
爲

　
嵩
置
、
古
之
罪
入
也
。

　
と
解
す
る
。
従
来
と
も
す
れ
ば
先
秦
一
般
に
該
当
す
る
記
述
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て

　
き
た
が
、
い
ず
れ
も
戦
国
期
を
倹
っ
て
盛
行
す
る
慣
行
で
あ
る
。
　
『
周
礼
隔
の
伝

　
承
の
中
に
は
、
時
に
周
代
に
ま
で
遡
り
う
る
も
の
も
あ
る
一
方
、
右
の
如
く
戦
圏

　
期
に
降
る
例
も
少
く
な
い
。
ま
た
、
奴
碑
と
刑
徒
と
夷
秋
と
を
同
等
拝
す
る
の
は

　
漢
人
に
特
有
の
観
念
で
あ
り
、
無
限
定
に
時
代
を
遡
ら
せ
て
適
用
す
る
こ
と
は
避
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け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

五
　
秦
国
に
お
け
る
刑
徒
の
身
分

⑱
　
第
二
章
註
⑫
に
雛
く
「
鯨
妾
」
と
題
す
る
髪
書
例
を
見
よ
。

24 （818）

　
再
試
妾
に
つ
い
て
再
度
考
え
て
み
た
い
。
前
章
ま
で
の
検
討
に
よ
れ
ば
、
春
秋
期
は
お
ろ
か
戦
国
期
の
文
献
の
中
に
も
該
当
す
る
身
分
は
な

か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
隷
臣
妾
が
既
存
の
隷
属
者
を
制
度
化
し
て
成
っ
た
刑
罰
で
は
な
い
こ
と
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、

あ
る
一
時
期
に
公
権
力
の
側
で
設
定
し
た
法
的
身
分
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
の
際
、
す
で
に
名
実
と
も
に
社
会
に
存
在
し
て
い
た

「
臣
妾
」
な
る
呼
称
を
、
何
ら
か
の
意
味
に
お
い
て
意
識
し
て
命
名
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
私
は
推
定
す
る
の
で
あ
る
。
で
は
、

そ
れ
は
い
か
な
る
位
置
を
占
め
た
身
分
な
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
の
設
定
一
そ
れ
は
身
分
刑
と
し
て
の
隷
臣
早
番
の
創
設
を
意
味
す
る

一
の
時
期
は
い
っ
か
。

　
こ
の
点
を
考
え
る
う
え
で
参
考
と
な
る
の
が
、
漢
代
官
吏
に
科
せ
ら
れ
た
身
分
刑
・
名
誉
刑
た
る
「
禁
鋼
」
で
あ
る
。
禁
量
刑
を
め
ぐ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

は
既
に
鎌
田
重
雄
氏
の
詳
論
が
あ
り
、
お
よ
そ
次
の
如
き
性
格
が
賜
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　
　
漢
代
に
お
い
て
、
官
吏
が
禁
鋼
に
処
せ
ら
れ
る
孟
母
、
そ
れ
は
官
吏
た
る
身
分
を
剥
奪
さ
れ
て
庶
人
（
農
民
）
以
下
の
身
分
に
顯
落
せ
し
め
ら
れ
る
の
で

　
　
あ
り
、
し
た
が
っ
て
子
孫
に
至
る
ま
で
官
吏
た
り
得
ざ
る
規
定
下
に
あ
る
商
人
一
も
ち
ろ
ん
例
外
と
し
て
商
人
が
宮
吏
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
る
一
と

　
　
同
列
視
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
（
四
八
九
－
四
九
〇
頁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

か
か
る
商
人
と
の
類
比
に
お
い
て
、
禁
鋼
に
は
二
世
禁
忌
、
三
世
禁
忌
が
あ
り
、
ま
た
そ
れ
は
滅
罪
　
　
す
な
わ
ち
私
利
の
追
求
…
に
対
し

て
多
く
科
せ
ら
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
以
上
が
鎌
田
磯
の
論
点
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
む
ろ
ん
、
二
代
官
吏
に
対
す
る
処
分
に
は
他
に
「
免
為
庶
人
」
の
よ
う
に
「
庶
人
」
に
疑
鼎
さ
れ
る
も
の
も
あ
っ
た
。
だ
が
「
庶
人
」
と
は
、

機
会
あ
れ
ば
再
び
仕
官
し
得
る
身
分
で
あ
り
、
従
っ
て
「
免
為
庶
人
」
と
は
仕
官
の
途
を
閉
ざ
す
処
分
で
は
決
し
て
な
い
。
こ
れ
に
対
し
禁
鋼

の
場
合
、
赦
免
を
「
復
為
平
民
」
（
『
後
漢
書
』
巻
4
膓
帝
紀
）
と
表
現
す
る
如
く
、
庶
人
以
下
に
落
と
さ
れ
仕
官
の
途
を
塞
が
れ
る
わ
け
で
あ
り
、
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そ
の
意
味
で
は
、
よ
り
積
極
的
な
効
果
を
も
っ
た
刑
罰
と
言
え
よ
う
。
　
「
免
為
庶
人
」
を
官
位
ゼ
ロ
に
落
と
し
め
る
効
果
と
す
る
な
ら
ば
、
禁

鋸
と
は
仕
官
の
範
囲
か
ら
除
外
さ
れ
る
、
言
わ
ば
排
除
の
効
果
を
も
た
ら
す
刑
罰
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
禁
五
刑
に
端
的
に
表
わ
れ
る
よ
う
に
、
身
分
・
名
誉
を
剥
奪
す
る
の
み
な
ら
ず
、
時
に
そ
の
身
分
秩
序
の
範
囲
か
ら
除
外
す
る
こ
と
が

身
分
刑
・
名
誉
刑
の
効
果
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
食
器
を
「
免
以
為
庶
人
」
（
〈
軍
謡
講
〉
本
稿
四
頁
）
と
表
現
す
る
隷
臣
妾
刑
は
、
や
は
り
庶

人
を
構
成
員
と
し
た
、
あ
る
身
分
秩
序
か
ら
の
除
外
を
意
図
し
た
刑
罰
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
で
は
、
か
か
る
身
分
秩
序
と
は
何
か
。
そ
れ

は
爵
制
を
措
い
て
他
に
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
周
知
の
如
く
、
有
爵
者
が
罪
に
よ
っ
て
石
匙
さ
れ
た
身
分
に
は
内
代
の
「
士
伍
」
が
あ
り
、
そ
の
実
体
は
片
倉
穣
幾
の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら

か
に
ざ
れ
て
い
る
。
氏
の
明
快
な
結
論
に
は
何
も
付
け
加
え
る
べ
き
も
の
は
な
い
が
、
士
飯
を
爵
制
秩
序
か
ら
「
除
外
さ
れ
た
扁
身
分
と
表
現

す
る
の
は
適
切
で
な
い
よ
う
に
思
う
。
な
ぜ
な
ら
、
茂
も
言
う
と
お
り
士
伍
は
心
良
の
贈
象
と
な
り
、
よ
っ
て
亡
母
の
機
会
あ
れ
ば
再
び
有
爵

者
に
復
活
し
得
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
　
「
奪
爵
為
士
伍
」
と
は
官
吏
に
と
っ
て
の
「
免
為
庶
人
」
と
同
様
、
爵
位
ゼ
ロ
に

！
す
な
わ
ち
爵
制
秩
序
の
最
下
層
に
i
落
と
し
め
る
処
置
と
捉
え
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
、
官
吏
に
お
け
る
隆
盛
と
同
じ
く
、
画
工
秩

序
の
範
囲
か
ら
除
外
す
る
排
除
の
効
果
を
も
た
ら
す
飛
罰
、
そ
れ
が
白
襲
妾
で
あ
っ
た
と
考
え
た
い
。

　
そ
の
点
を
最
も
よ
く
表
わ
す
も
の
が
、
第
二
章
（
四
頁
）
に
引
い
た
〈
子
爵
律
〉
の
規
定
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
左
の
三
つ
の
細
身
規
定
が
含
ま

れ
る
。鯉

鍵
難
韓
繍
罐
鞍
馨
一
人
者
｝
葉
叢
聚

　
③
工
隷
罠
斬
首
及
人
爲
斬
首
以
冤
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
皆
令
爲
工
。

爵
制
と
隷
知
立
身
分
と
が
零
か
か
わ
・
て
い
る
こ
と
は
、
窮
し
て
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
個
あ
規
定
に
つ
い
て
敢
え
て
図
式
的
に
整
理
す
紛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
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言
う
ま
で
も
な
く
上
の
図
は
あ
く
ま
で
概
念
図
で
あ
り
、
「
親
父
母
為
隷
臣
妾
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

や
「
隷
臣
」
　
「
故
耳
払
妾
」
な
ど
の
間
に
存
在
し
た
質
的
な
差
異
は
表
わ
す
べ
く

も
な
い
。
だ
が
、
隷
妻
妾
が
爵
外
身
分
で
あ
る
と
の
先
の
推
定
は
、
上
の
如
く
考

え
れ
ば
よ
く
理
解
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
ま
た
、
当
時
に
お
い
て
戦
争
は
軍
・
功
爵

賜
与
の
重
要
な
機
会
で
あ
っ
た
が
、
功
績
者
に
対
す
る
褒
賞
と
表
裏
の
関
係
に
お

い
て
、
敗
走
老
に
対
す
る
奪
爵
も
し
く
は
一
一
か
ら
の
除
外
と
い
っ
た
処
罰
も
当

然
あ
り
得
た
に
違
い
な
い
。
先
に
引
い
た
〈
秦
律
雑
抄
〉
（
本
文
五
頁
）
の
一
節
は
、

お
そ
ら
く
そ
の
こ
と
に
か
か
わ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
二
章
で
「
一
般
庶
人
か
ら
排

除
す
る
」
と
直
り
に
解
釈
し
て
お
い
た
規
定
の
真
意
は
、
敗
走
者
も
敵
兵
の
投
降

老
も
同
様
に
爵
制
秩
序
の
外
に
排
除
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
、
と
説
明
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
縷
言
し
た
如
く
、
隷
臣
妾
と
は
爵
外
身
分
と
し
て
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
ま
さ
に
か
か
る
本
質
に
お
い
て
隷
臣
妾
は
、
も
と
よ
り
賜
爵
の
対

象
と
な
ら
な
い
一
驚
制
秩
序
か
ら
排
除
さ
れ
た
1
臣
妾
（
奴
碑
）
と
の
共
通
性

　
　
　
　
　
　
　
⑦

を
も
っ
こ
と
に
な
る
。
鎌
田
疑
の
表
現
を
借
り
る
な
ら
ば
、
彼
等
は
「
子
孫
に

至
る
ま
で
有
爵
果
た
り
得
ざ
る
規
定
下
に
あ
る
臣
妾
と
同
列
視
さ
れ
る
わ
け
で
あ

る
」
。
皇
臣
妾
な
る
命
名
の
由
来
も
、
か
か
る
臣
妾
と
の
類
比
に
こ
そ
求
め
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
他
の
刑
罰
と
て
、
刑
徒
が
爵
制
秩

序
外
に
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
違
い
は
な
い
。
だ
が
隷
臣
妾
刑
の
場
合
、
そ
れ
自
体

26 （82e）
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を
目
的
と
し
て
設
置
さ
れ
た
点
に
意
義
を
認
め
た
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
推
論
が
成
り
立
つ
と
す
る
な
ら
ば
、
隷
臣
慰
籍
の
ー
ー
と
り
も

直
さ
ず
隷
臣
妾
身
分
の
ー
ー
出
現
に
は
、
次
の
二
つ
の
事
項
が
必
要
条
件
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り

　
①
爵
制
的
身
分
秩
序
の
形
成
。

　
②
民
間
に
お
け
る
臣
妾
（
私
奴
碑
）
の
析
出
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

が
そ
れ
で
あ
る
。
時
間
的
に
②
が
①
に
先
行
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
従
っ
て
①
の
前
提
と
な
る
民
を
含
み
込
ん
だ
軍
功
爵
制
が
整
備

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

さ
れ
る
時
期
、
す
な
わ
ち
商
軟
以
後
の
あ
る
時
点
に
、
隷
臣
妾
刑
の
一
応
の
成
立
期
を
置
く
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
そ
れ
は
言

わ
れ
る
よ
う
に
古
来
よ
り
存
在
し
た
身
分
で
は
決
し
て
な
く
、
他
な
ら
ぬ
戦
国
秦
に
し
て
初
め
て
生
ま
れ
得
た
法
的
身
分
な
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
《
秦
簡
》
の
一
事
専
管
を
爵
制
秩
序
か
ら
除
外
す
る
身
分
刑
と
考
え
る
と
、
実
は
他
の
労
役
刑
一
と
く
に
城
塞
刑

i
と
の
関
連
に
お
い
て
一
つ
の
矛
盾
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
次
の
一
条
を
見
た
い
。

　
　
捕
賀
皐
、
即
端
以
創
正
兵
刀
刺
殺
之
、
可
（
何
）
論
。
殺
之
、
完
瀬
野
旦
、
傷
之
、
耐
爲
隷
臣
。
　
（
尊
前
を
言
い
渡
さ
れ
た
者
を
捕
え
ん
と
し
て
、
故
意

　
　
に
鯛
あ
る
い
は
兵
刀
で
こ
れ
を
刺
し
た
り
殺
し
た
り
し
た
な
ら
ば
、
ど
う
露
噺
す
べ
き
か
一
こ
れ
を
殺
し
た
な
ら
ぼ
完
し
て
城
旦
と
爲
せ
。
傷
つ
け
た

　
　
の
で
あ
れ
ば
耐
し
て
隷
臣
と
爲
せ
。
）
〈
法
律
答
問
〉
お
距
や
ト
。
O
蒔

も
し
こ
こ
で
城
旦
を
有
期
の
労
役
刑
、
隷
臣
を
身
分
刑
と
す
る
な
ら
ば
、
殺
害
に
有
期
刑
、
傷
害
に
原
則
と
し
て
無
期
の
身
分
刑
が
対
応
す
る

こ
と
に
な
り
、
殺
害
の
方
が
罪
が
軽
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
む
ろ
ん
、
必
ず
し
も
労
役
を
前
提
と
し
な
い
藩
臣
刑
に
対
し
、
一
方
は
強
欄

労
働
刑
と
い
う
違
い
は
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
違
い
も
併
科
せ
ら
れ
る
「
耐
」
と
「
完
」
の
差
に
よ
っ
て
相
殺
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
隷
臣

妾
刑
を
身
分
刑
と
み
る
考
え
を
変
え
な
い
な
ら
ば
、
こ
の
矛
盾
を
説
明
し
う
る
方
法
は
一
つ
し
か
な
い
。
す
な
わ
ち
、
城
罪
刑
に
刑
期
を
認
め

な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
　
《
秦
簡
》
を
め
ぐ
る
論
争
点
の
一
つ
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
問
題
は
小
論
を
終
え
る
に
あ
た
っ
て
、
ど
う
し

て
も
触
れ
て
お
か
ざ
る
を
得
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
労
役
刑
に
刑
期
を
認
め
る
論
者
が
等
し
く
手
掛
り
と
す
る
も
の
は
、
次
の
三
つ
の
条
文
で
あ
る
。
繁
雑
さ
を
避
け
る
た
め
、
し
ば
ら
く
原
文
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の
み
掲
げ
る
。

　
ω
駅
子
獄
未
断
而
酒
旗
人
、
其
罪
墨
刑
爲
隷
臣
、
魚
鱗
、
行
其
耐
、
有
（
又
）
澱
（
繋
）
城
旦
六
歳
。
麟
可
（
何
）
謂
當
刑
爲
隷
臣
。
有
牧
當
耐
未
断
、
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
　
當
刑
隷
臣
皐
誕
告
人
、
是
謂
當
刑
隷
臣
。
（
〈
法
律
答
問
〉
ミ
。
。
眞
刈
ρ
や
δ
。
。
）

　
②
藻
子
獄
未
漸
而
謳
窩
　
囚
、
圓
　
幽
翠
刑
鬼
薪
、
勿
刑
、
行
其
耐
、
有
（
又
）
毅
（
繋
）
城
旦
六
歳
。
可
（
何
）
謂
重
刑
爲
鬼
薪
。
留
當
耐
蓮
華
薪
未
漸
、

　
　
以
當
刑
隷
臣
及
完
城
旦
纒
告
人
、
是
謂
當
刑
鬼
薪
。
（
〈
法
律
答
問
〉
腿
。
。
H
侭
。
。
卜
⊃
い
や
μ
8
）

　
㈲
當
耐
爲
隷
臣
、
以
食
傷
玄
人
、
可
（
何
）
論
。
當
耐
暑
悪
臣
、
有
（
又
）
澱
（
繋
）
城
旦
六
歳
。
（
〈
法
律
合
間
〉
俗
。
。
。
。
、
や
も
⊃
8
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
な

確
か
に
三
例
と
も
「
又
た
城
旦
に
繋
ぐ
こ
と
六
歳
」
な
る
文
量
口
を
共
通
に
も
っ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
れ
は
城
且
刑
の
刑
期
が
六
歳
で
あ
る
こ
と

を
示
す
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
奇
異
に
感
ず
る
の
は
、
例
ω
ω
の
場
合
、
な
ぜ
《
秦
簡
》
の
通
例
に
従
っ
て
「
耐
為
翼
竜
こ
と
記
さ
な
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
は
あ
る
い
は
、
城
旦
と
い
う
主
刑
に
耐
を
併
科
す
る
の
で
は
な
く
、
主
刑
は
あ
く
ま
で
耐
に
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
た
め
の
筆
法
で
は
あ
る

ま
い
か
。
右
の
例
を
除
け
ば
《
薄
鼠
》
に
耐
刑
を
併
科
し
た
城
旦
刑
が
見
出
さ
れ
な
い
こ
と
も
、
こ
う
し
た
疑
問
を
抱
か
せ
る
一
つ
の
理
由
で

あ
る
。
で
は
「
又
繋
城
旦
六
歳
」
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
も
う
一
度
右
の
三
例
を
見
る
と
、
い
ず
れ
も
「
誕
し
す
な
わ
ち
謎
告
罪
に
関
す

る
規
定
で
あ
る
こ
と
に
気
付
く
。
そ
れ
も
既
犯
の
者
が
他
人
を
謎
告
し
た
、
言
わ
ば
特
殊
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
問
題
と
な
っ
て
い
る
一
節
も
、
か

か
る
条
文
の
性
質
と
関
連
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
考
え
て
《
秦
簡
》
を
検
索
す
る
と
、
例
③
の
前
後
に
さ
ら
に
四
条
の
認
告
罪
に

関
す
る
規
定
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
ω
當
耐
司
憲
而
以
耐
隷
臣
誕
人
、
可
（
何
）
論
。
當
耐
爲
隷
臣
。
（
〈
法
律
査
問
〉
蒔
。
。
メ
や
b
⊃
O
b
⊃
）

　
⑤
當
耐
爲
侯
（
候
）
皐
誕
人
、
可
（
何
）
論
。
當
耐
爲
司
憲
。
　
（
同
右
）

　
⑥
完
城
旦
、
以
鯨
城
旦
謳
人
、
可
（
何
）
論
。
當
鯨
。
…
…
（
〈
法
律
袋
物
〉
亟
。
。
P
や
b
。
O
ω
）

　
⑦
當
鯨
城
旦
而
以
完
城
旦
謳
人
、
可
（
何
）
論
。
當
黙
刻
（
剣
）
。
（
〈
法
律
叢
濃
〉
お
ρ
℃
・
b
。
O
。
。
）
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ω
⑤
は
同
一
簡
上
に
あ
る
が
、
工
つ
の
規
定
で
あ
る
の
で
分
割
し
た
。
ま
た
⑥
の
後
半
は
珍
重
と
無
関
係
の
条
文
と
思
わ
れ
る
の
で
除
外
し
た
。

こ
れ
に
先
の
①
～
㈲
を
合
わ
せ
て
表
に
す
る
と
、
左
記
の
よ
う
に
な
る
。
A
が
本
来
の
罪
、
B
が
誕
告
、
C
が
最
終
的
な
処
断
で
あ
る
。
⑤
の

心
高
の
罪
名
は
お
そ
ら
く
「
耐
司
憲
」
、
ま
た
⑥
⑦
は
共
に
城
旦
刑
の
範
囲
内
で
の
誕
告
で
あ
る
た
め
、
最
終
的
処
断
の
「
瓢
」
　
「
藩
命
」
の

下
に
あ
る
べ
き
「
城
旦
」
が
省
略
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

　

（7）　（6）　（5）　（4）　（3）　（2）　（1）

A
耐耐

為
鬼
薪

耐
為
隷
臣

耐
司
憲

耐
為
侯

完
城
旦

鯨
城
旦

B

一

刑
隷
臣

刑
隷
臣
・
完
城
旦

司
　
趨

耐
隷
臣

〔
耐
司
竃
〕

鯨
城
旦

完
城
旦

C

夏
準

行
其
耐
、
又
平
城
旦
六
歳

行
其
耐
〔
鬼
薪
〕
、
又
繋
城
旦
六
歳

耐
為
隷
臣
、
　
又
軸
緊
城
日
＝
ハ
歳

耐
為
隷
距

耐
為
司
憲

鯨
〔
城
旦
〕

聯脚

E
四
川
〔
城
一
旦
〕

A
十
α

A
十
α

A
十
α

　
B

　
B

A
十
α

秦の隷属身分とその起源（籾山）

こ
こ
か
ら
謳
告
罪
に
つ
い
て
、
お
よ
そ
次
の
如
き
法
則
を
遵
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
④
自
分
よ
り
重
い
罪
を
も
っ
て
相
手
を
謎
告
し
た
な
ら
ば
、
重
い
謳
告
の
方
に
従
っ
て
処
罰
。
つ
ま
り
諺
〈
じ
d
↓
O
目
切
（
表
の
ω
㈲
⑥
）

　
㈲
自
分
よ
り
軽
い
罪
を
も
っ
て
二
手
を
護
身
し
た
な
ら
ば
、
重
い
本
来
の
方
に
従
っ
て
、
さ
ら
に
＋
α
。
つ
ま
り
ト
〉
切
↓
0
1
1
》
＋
袋
（
表

　
　
の
③
⑦
）

＠
華
の
場
合
は
肉
飛
姦
け
・
叢
に
か
か
わ
ら
ず
本
来
の
方
に
従
・
て
・
さ
ら
に
＋
α
・
つ
ま
り
常
に
・
崖
喬
（
表
の
ω
②
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

説
明
は
必
要
あ
る
ま
い
。
要
す
る
に
「
面
繋
城
旦
六
歳
」
と
は
例
⑦
の
「
羅
」
と
同
様
、
プ
ラ
ス
α
の
言
わ
ば
罰
労
働
で
あ
り
、
正
式
な
刑
罰

と
し
て
の
凝
望
刑
と
は
厳
密
に
区
別
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
た
と
え
「
六
歳
」
と
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
を
も
っ
て

城
旦
刑
の
刑
期
と
見
な
す
こ
と
は
早
計
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
例
⑥
⑦
に
「
城
旦
」
の
語
が
省
略
さ
れ
て
い
る
と
の
推
定
が
正
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し
い
と
し
た
ら
、
そ
こ
に
期
間
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
自
体
、
正
式
な
刑
罰
と
し
て
の
早
旦
刑
に
刑
期
が
な
か
っ
た
こ
と
の
表
わ
れ
な
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
「
六
歳
」
な
る
期
限
は
、
謳
告
罪
で
あ
れ
ば
こ
そ
設
け
ら
れ
た
規
定
で
あ
り
、
こ
れ
を
一
般
化
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
試
み
に
例
ω
③
を
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

　
①
厨
子
が
、
　
〔
自
ら
の
〕
裁
剣
が
未
決
で
あ
る
の
に
他
人
を
謳
告
し
、
そ
の
罪
が
刑
し
て
勲
臣
と
撫
す
の
に
相
屯
す
る
と
し
て
も
、
刑
し
て
は
な
ら
ぬ
。
そ

　
　
の
耐
罪
に
よ
っ
て
露
麗
し
て
、
さ
ら
に
白
綾
に
六
年
間
拘
禁
〔
し
て
働
か
〕
せ
よ
。
⑧
何
を
「
刑
し
て
隷
臣
と
爲
す
の
に
該
観
す
る
」
と
謂
う
の
か
1

　
　
耐
に
相
思
す
る
罪
で
捕
え
ら
れ
鋼
決
が
未
だ
下
ら
ぬ
の
に
、
刑
藩
臣
に
相
當
す
る
罪
で
他
人
を
謳
食
す
る
こ
と
、
こ
れ
を
「
刑
地
誌
に
該
當
す
る
」
と
謂

　
　
恒
つ
。

　
㈲
「
耐
し
て
薇
臣
と
爲
す
」
に
該
卜
す
る
罪
を
犯
し
た
者
が
、
「
司
憲
」
に
該
曝
す
る
罪
で
他
人
を
警
告
し
た
な
ら
ば
、
こ
の
者
は
ど
う
慮
濾
す
べ
き
か
i

　
　
〔
よ
り
重
い
ほ
う
に
從
っ
て
〕
耐
し
て
隷
臣
と
存
し
、
さ
ら
に
城
旦
に
六
年
間
拘
束
〔
し
て
働
か
〕
せ
よ
。

　
む
ろ
ん
《
秦
簡
》
の
記
述
の
中
に
、
労
役
刑
が
無
期
で
あ
る
と
の
直
接
的
証
拠
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
が
、
労
役
刑
に
と
っ
て
最

も
重
要
な
事
項
で
あ
る
は
ず
の
服
役
期
間
の
規
定
が
全
く
見
ら
れ
な
い
こ
と
は
、
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
労
役
刑
有
期
説

の
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
論
拠
が
右
の
如
く
成
り
立
ち
難
い
と
す
る
な
ら
ば
、
城
愚
蒙
の
み
な
ら
ず
《
秦
簡
》
の
労
役
刑
に
は
飛
期
が
な
か
っ
た
と

考
え
る
の
が
、
最
も
自
然
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
秦
国
（
戦
国
・
統
一
期
を
含
め
て
）
一
般
に
普
遍
化
し
う
る
特
徴
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

こ
の
点
に
お
い
て
私
は
、
夙
に
刑
徒
無
期
を
主
張
さ
れ
た
高
恒
氏
の
見
解
に
、
基
本
的
に
賛
成
し
た
い
と
思
う
。
ま
た
、
前
章
に
お
い
て
一
つ

の
仮
説
と
し
て
、
労
役
刑
が
没
官
者
の
労
働
を
搾
取
す
る
こ
と
か
ら
生
ま
れ
た
と
述
べ
、
そ
の
一
例
と
し
て
青
靡
の
終
身
身
分
た
る
こ
と
を
論

じ
た
の
で
あ
る
が
、
秦
の
労
役
刑
も
同
様
に
没
官
者
の
騰
帯
を
残
し
た
刑
罰
で
あ
る
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
労
役
刑
に
刑
期
が
設
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

さ
れ
る
の
は
続
く
漢
代
を
侯
た
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
こ
に
こ
そ
文
墨
の
刑
法
改
正
の
意
義
は
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
①
鎌
国
一
九
四
三
。
な
お
、
禁
南
島
に
対
し
て
注
意
を
促
し
て
下
さ
っ
た
の
は
冨
　
　
　
　
の
類
比
に
お
い
て
極
め
て
興
味
深
い
。
か
の
七
門
並
（
『
漢
書
』
巻
6
武
帝
紀
注
引

　
　
谷
盃
幾
で
あ
る
。
特
に
記
し
て
、
謝
意
を
表
し
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
張
曇
日
）
の
市
籍
あ
る
も
の
は
勿
論
、
　
《
秦
簡
》
に
お
い
て
も
「
気
門
逆
族
・
贅

　
②
　
禁
鋼
が
最
長
三
世
ま
で
で
あ
る
こ
と
（
鎌
田
一
九
四
三
に
よ
る
）
は
、
商
人
と
　
　
　
　
堰
後
父
」
は
「
三
世
雨
後
」
は
じ
め
て
仕
官
で
き
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
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秦の隷属身分とその起源（籾山）

　
あ
る
（
〈
為
吏
之
道
V
①
逡
－
8
ρ
℃
㍗
b
。
露
詣
り
ω
）
。

③
　
漢
代
に
お
け
る
狭
義
の
「
庶
人
」
と
は
、
戸
籍
に
登
載
さ
れ
現
実
に
郡
県
の
機

　
溝
を
通
じ
て
支
配
の
対
象
と
な
る
者
を
指
す
（
片
倉
一
九
六
八
に
よ
る
）
。
こ
の
定

　
義
は
、
お
そ
ら
く
《
秦
簡
》
の
庶
人
に
も
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。

④
片
倉
一
九
六
八
。

⑤
図
ω
で
は
聾
者
の
爵
位
を
仮
り
に
上
造
と
し
た
。
誉
う
ま
で
も
な
く
「
爵
二
級
」

　
と
は
「
二
級
ぶ
ん
」
の
意
で
あ
り
、
第
二
級
爵
以
上
で
あ
れ
ば
条
件
を
満
た
し
て

　
い
る
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
　
「
工
」
は
「
庶
人
」
と
同
様
、
爵
位
ゼ
ロ
と
考
え
た

　
い
。
古
代
中
潤
に
お
い
て
工
人
の
占
め
る
歓
会
的
地
位
は
、
医
・
商
質
と
共
に
賎

　
罵
的
身
分
に
置
か
れ
、
賜
爵
の
対
象
に
は
な
ら
な
か
っ
た
と
一
般
に
説
か
れ
て
い

　
る
が
（
西
嶋
一
九
六
一
、
第
二
章
第
三
節
）
、
こ
と
秦
國
に
関
す
る
限
り
、
そ
う

　
は
言
え
な
い
よ
う
に
思
う
。
な
ぜ
な
ら
、
秦
の
器
物
灘
辞
に
は

　
　
四
年
、
相
邦
棲
艀
之
造
、
櫟
陽
面
上
造
間
、
吾
。
（
〈
四
年
相
邦
韓
族
文
〉
三
代

　
二
〇
・
二
六
一
七
）

　
　
廿
一
年
、
寺
工
献
、
雪
上
造
畢
。
　
（
〈
廿
｝
年
三
〉
文
物
一
九
六
六
i
一
）

　
の
如
く
上
造
の
爵
位
を
も
つ
「
工
」
が
現
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

⑥
例
え
ば
図
ω
と
働
を
見
比
べ
る
と
、
「
故
妻
隷
妾
」
の
贈
身
規
定
は
や
や
緩
や

　
か
な
よ
う
に
見
え
る
。

⑦
　
奴
碑
が
賜
爵
の
対
象
と
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
、
　
『
史
記
』
巻
靭
貨
殖
列
伝
に

　
載
せ
る
斉
の
弓
問
と
奴
碑
の
話
に
窺
え
る
。
濯
嶋
一
九
六
一
、
第
二
章
第
三
節
参

　
照
。

⑧
隷
臣
妾
の
「
隷
」
の
字
義
に
つ
い
て
は
、

　
　
可
（
何
）
謂
耐
ト
隷
、
耐
湿
隷
。
卜
・
史
嘗
尊
者
皆
耐
以
爲
ト
・
史
隷
。
⑳
後

　
更
其
律
如
宅
。
　
（
〈
法
律
答
聞
〉
㎝
忠
”
や
器
δ

　
と
い
う
例
や
、
府
隷
（
〈
金
布
野
〉
昌
象
』
＄
．
電
．
零
占
。
。
）
・
宮
隷
（
〈
法
律
答
問
〉

　
綬
。
。
’
唱
．
卜
3
。
。
“
。
）
な
ど
の
語
か
ら
考
え
て
、
人
身
的
隷
属
者
と
い
う
ほ
ど
の
も
の
で

　
あ
ろ
う
と
思
う
。
隷
臣
妾
の
本
質
は
身
分
刑
で
あ
っ
て
も
、
多
く
の
場
合
、
必
要

　
に
応
じ
て
官
府
の
労
役
に
徴
発
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

⑨
『
史
記
』
巻
6
8
商
君
列
伝
に

　
　
明
奪
帯
副
秩
等
級
、
各
江
差
次
、
名
田
宅
臣
妾
衣
服
、
以
家
次
。

　
と
見
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

⑩
　
ち
な
み
に
、
隷
臣
が
現
わ
れ
る
器
物
刻
銘
の
最
も
畢
い
例
は
「
甜
年
、
上
郡
守

　
露
場
幽
遠
、
圓
工
市
糟
、
夢
合
、
｝
国
隷
野
芝
」
と
あ
る
く
翫
年
上
郡
田
園
V
で
あ

　
る
（
李
一
九
五
七
）
。
「
老
年
」
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
昭
漿
王
四
十
年
（
前
二
穴

　
七
）
に
比
定
さ
れ
る
。

⑪
例
え
ば
黄
一
九
入
○
、
高
敏
一
九
八
一
。

⑫
こ
の
条
文
に
は
錯
互
が
あ
り
、
注
釈
本
の
指
示
に
従
っ
て
訂
正
し
た
。

⑬
　
慎
子
に
対
し
て
刑
罰
が
緩
和
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
張
…
埋
入
○
参
照
。

⑭
　
　
「
硝
」
に
は
妾
に
対
す
る
懲
罰
の
例
（
第
二
評
註
＠
）
を
除
け
ば
、
他
に
一
例

　
　
博
捜
別
霜
而
盗
、
駕
（
加
）
皐
之
。
働
可
（
何
）
軍
陣
（
加
）
藥
。
魯
五
人
盗
、

　
繊
（
賑
）
一
銭
以
上
、
斬
左
止
、
有
（
又
）
鯨
以
爲
城
旦
。
不
盈
五
人
、
引
過
六

　
一
白
六
十
銭
、
鯨
剰
（
U
鼻
）
以
爲
城
邑
。
不
盈
六
百
六
十
・
到
二
百
十
解
悟
酬
、
嫌
…
爲
城
旦
。

　
不
盈
二
百
廿
以
下
到
一
銭
、
暮
（
遷
）
之
。
心
々
比
此
。
　
（
〈
法
律
答
問
〉
。
。
謡
－

　
鵯
b
。
”
や
ド
9
）

　
と
い
う
条
文
が
あ
り
、
や
は
り
「
鯨
」
と
併
用
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
は
罪
が

　
鯨
刑
を
超
え
る
場
合
の
措
慨
で
あ
り
、
単
独
に
用
い
ら
れ
る
刑
罰
で
は
な
か
っ
た

　
の
で
あ
ろ
う
。

⑯
高
恒
一
九
七
七
。

⑯
文
帝
の
刑
法
改
正
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
冨
谷
未
刊
稿
が
詳
し
く
扱
わ
れ
る
予

　
定
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
た
だ
、
本
文
の
推
定
を
補
強
す
る
意
味
で
、
　
『
漢
書
』
巻

　
4
9
愛
盤
醒
錯
俊
に
み
え
る
韻
錯
の
対
策
の
篇
即
に
注
意
を
健
し
て
お
き
た
い
。

　
　
今
陛
下
配
天
象
地
、
覆
露
萬
民
、
絶
秦
之
　
、
除
其
餓
法
、
…
…
肉
刑
不
用
、

　
皐
人
寄
幣
、
非
道
不
治
、
鎮
銭
藩
除
、
通
醐
虫
塞
、
不
華
諸
侯
、
溢
泌
長
老
、
愛

　
郵
墨
黒
、
巣
人
有
期
、
後
宮
出
嫁
、
練
習
孝
悌
、
農
民
不
租
、
明
詔
軍
師
、
愛
士
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大
夫
、
求
進
方
正
、
美
髪
姦
邪
、
除
去
陰
刑
、
郡
民
春
諌
、
憂
勢
百
姓
、
列
侯
就

都
、
親
耕
節
用
、
幌
民
不
奢
。

傍
点
部
の
注
駅
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
張
曇
日
、
早
決
之
也
。
脅
灼
日
、
刑
法
志
云
、
罪
人
各
人
輕
子
爵
亡
逃
、
有
年

而
免
。
瀧
其
年
、
免
爲
庶
人
也
。
師
古
日
、
脅
説
是
也
。

「
秦
の
迩
を
絶
ち
、
其
の
密
法
を
除
」
い
た
一
環
と
し
て
「
墨
人
期
有
り
」
と
称

さ
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。
「
其
の
年
を
満
た
さ
ぽ
、
免
じ
て
庶
人
と
為
す
」

如
き
労
役
刑
が
秦
に
存
せ
ず
し
て
初
め
て
、
醗
錆
の
言
葉
も
重
き
を
も
っ
て
く
る

と
誓
傭
え
よ
う
。
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六
　
お
　
わ
　
り
　
に

　
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
時
代
を
追
っ
て
ま
と
め
て
み
よ
う
。

　
ま
ず
、
西
周
後
期
金
文
に
見
え
る
「
臣
妾
」
と
は
、
独
立
し
た
～
個
の
身
分
呼
称
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
僕
」
　
「
駿
」
　
「
薫
工
」
な
ど
と
同
様
、

身
柄
を
拘
束
さ
れ
た
隷
属
老
で
あ
っ
た
が
、
特
定
の
愛
器
従
事
を
前
提
と
せ
ず
、
掌
握
の
さ
れ
方
も
異
な
る
な
ど
の
点
に
お
い
て
後
者
と
性
質

を
異
に
し
、
お
そ
ら
く
来
源
的
な
違
い
が
あ
っ
た
こ
と
を
推
定
さ
せ
る
。
そ
し
て
、
か
か
る
二
系
統
の
隷
属
老
は
、
基
本
的
に
春
秋
期
に
も
受

け
継
が
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
春
秋
期
の
隷
属
者
に
も
ま
た
、
　
「
御
津
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
と
「
阜
隷
」
　
「
轍
鮒
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
も
の
と
が

認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
い
ず
れ
も
が
、
犯
罪
に
よ
る
没
霧
雲
や
庶
人
の
下
位
に
位
置
す
る
至
賎
者
で
は
な
か
っ
た
。

　
だ
が
、
戦
国
期
に
入
る
と
情
況
は
一
変
す
る
。
公
権
力
に
よ
る
刑
罰
権
が
庶
人
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
犯
罪
没
官
が
一
般
化
し
、
そ
れ

は
や
が
て
労
役
刑
を
生
み
出
す
に
至
る
。
ま
た
一
方
で
は
、
経
済
的
発
展
に
伴
い
直
接
生
産
者
の
間
に
階
級
分
化
が
生
じ
、
そ
れ
自
体
ひ
と
つ

の
生
産
手
段
と
し
て
他
者
の
経
営
内
へ
取
込
ま
れ
た
階
級
没
落
老
が
析
出
さ
れ
る
。
戦
国
期
に
「
臣
妾
」
と
呼
ば
れ
た
も
の
は
、
か
か
る
社
会

の
至
賎
着
で
あ
り
、
呼
称
を
同
じ
く
す
る
も
の
の
、
実
体
に
お
い
て
春
秋
以
前
と
大
き
く
断
絶
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
戦
国
期
の
隷
属
者
た
る
「
酒
倉
」
を
国
家
身
分
と
し
て
位
置
づ
け
た
も
の
が
、
　
《
秦
簡
》
に
頻
出
す
る
臣
妾
・
餌
鳥
で
あ
る
。
そ

し
て
そ
れ
は
、
後
の
「
賎
偏
身
分
の
先
縦
と
し
て
評
価
し
う
る
身
分
で
あ
っ
た
。
ま
た
反
面
、
六
国
に
お
い
て
整
備
さ
れ
た
爵
欄
的
秩
序
は
、

も
と
よ
り
社
会
に
存
在
し
た
右
の
如
き
諸
身
分
を
そ
の
秩
序
の
外
に
排
除
し
た
が
、
他
方
、
犯
罪
者
や
敗
走
老
に
対
す
る
爵
制
秩
序
外
へ
の
追
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放
刑
を
も
設
定
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
か
く
し
て
設
定
さ
れ
た
爵
外
身
分
、
そ
れ
が
《
秦
簡
》
の
隷
臣
妾
で
あ
り
、
元
来
賜
爵
の
対
象
た
り

得
ぬ
臣
妾
と
同
等
視
さ
れ
る
身
分
で
あ
っ
た
。

　
従
っ
て
、
隷
臣
妾
刑
と
は
身
分
刑
・
名
誉
刑
の
一
種
で
あ
り
、
そ
こ
に
刑
期
と
い
う
も
の
は
本
来
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
　
《
秦
簡
》
に
お
い

て
は
労
役
刑
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
刑
期
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
れ
ゆ
え
刑
徒
は
終
身
隷
属
身
分
に
置
か
れ
、
戦
功
等
に
よ
っ
て

心
身
し
得
ぬ
限
り
、
庶
人
に
復
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
点
に
秦
の
刑
徒
の
、
二
代
と
異
る
特
徴
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
推
論
を
積
み
重
ね
る
形
で
は
あ
っ
た
が
、
　
《
専
意
》
に
現
わ
れ
る
隷
属
身
分
の
歴
史
的
位
置
づ
け
に
関
し
て
一
つ
の
試
案
を
提
出
し

て
み
た
。
む
ろ
ん
、
こ
こ
に
至
っ
て
問
題
は
さ
ら
に
発
展
す
る
。
例
え
ば
、
本
質
的
に
異
な
っ
た
系
列
に
属
す
る
隷
臣
妾
刑
と
労
役
刑
と
が
、

漢
の
文
帝
劇
に
な
ぜ
一
つ
の
刑
罰
体
系
に
整
備
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
。
ま
た
、
武
帝
期
を
境
と
し
て
隷
臣
妾
刑
が
行
な
わ
れ
な
く
な
っ

た
理
由
は
何
に
求
め
ら
れ
る
の
か
な
ど
、
法
制
史
上
の
重
要
な
問
題
が
小
論
の
延
長
上
に
は
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
一
部
は
既
に
先
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
は
い
る
が
、
　
《
愚
輩
》
の
研
究
を
ふ
ま
え
て
再
び
検
討
し
て
み
る
価
値
は
充
分
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
解

明
は
、
秦
・
某
国
国
家
の
継
承
と
断
絶
一
す
な
わ
ち
「
漢
承
秦
制
」
の
意
味
す
る
も
の
一
と
い
っ
た
、
よ
り
大
き
な
中
国
古
代
史
上
の
課

題
へ
と
結
び
つ
い
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

　
①
　
例
え
ば
隷
臣
妾
刑
の
消
滅
す
る
理
由
と
し
て
、
浜
口
重
国
氏
は
、
同
じ
三
年
期
　
　
　
　
　
ル
ス
ウ
エ
氏
は
、
そ
の
携
わ
る
べ
き
職
掌
の
減
少
と
共
に
行
な
わ
れ
な
く
な
っ
た

　
　
の
鬼
薪
・
白
量
刑
に
一
本
化
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
述
べ
（
浜
口
一
九
三
六
）
、
フ
　
　
　
　
　
の
で
あ
ろ
う
と
推
定
し
て
い
る
（
頃
巳
。
・
①
署
Φ
δ
α
ρ
℃
．
同
ω
O
）
。

引
用
文
献
目
録
（
初
回
旧
名
は
省
略
し
た
）

伊
藤
道
治
一
九
七
六
「
蓋
難
銘
考
」
『
神
戸
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
六
号

宇
都
木
章
一
九
七
九
「
輿
人
考
」
『
三
上
次
男
博
士
頚
寿
記
念
東
洋
史
考

　
古
学
論
集
』
朋
表
書
店

貝
塚
茂
樹
一
九
三
三
「
金
文
に
見
え
た
る
錫
臣
の
記
事
に
就
て
」
『
貝
塚

　
茂
樹
著
作
集
』
第
二
巻
、
中
央
公
論
社
、
一
九
七
七
刊
回
収

片
倉
穣
一
九
六
八
「
重
代
の
士
伍
」
『
東
方
学
』
第
三
六
輯

鎌
田
重
雄
一
九
四
三
「
漢
代
の
禁
鋼
」
『
秦
漢
政
治
制
度
の
研
究
』
豊
本

　
学
術
振
興
会
、
一
九
六
二
刊
所
収
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宮
長
為
・
宋
敏
一
九
八
二
「
〃
隷
臣
妾
”
是
乱
淫
官
奴
碑
」
『
中
国
史
研
究
』

　
一
九
八
二
一
一

呉
栄
曾
一
九
八
○
「
膏
靡
試
探
」
『
中
国
史
研
究
』
一
九
八
○
一
三

高
疸
一
九
七
七
「
秦
律
中
〃
隷
臣
妾
”
問
題
的
探
討
」
『
文
物
』
一
九
七

　
七
i
七

高
敏
一
九
八
一
『
雲
夢
秦
簡
初
探
』
　
（
増
訂
本
）
河
南
人
民
出
版
社

黄
展
岱
一
九
八
○
「
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The　Subordinate　Status　in　Qin秦and　Its　Origin

by

Akira　Momiyama

　　The　li　chen一（7ie　奈蓑臣：妾　in　the　Shuihudz　Qinmu　zh吻’ian　睡新地≡奏墓竹

簡（the　Qin－dynas七y　ba導boo　slips　uneart！ied　at　Shuihudi，　Yunmeng）

means　neither．the　guan－nubz　’“B’ffs（fx“ifi　（state－owned　slave）　which　has　been

generally　identified　．with　it，　nor　the　mere　punitive　labor．　lt　was　the

legal　status　instituted呈n　Qin　a豆d　it　presupposed　the　si－nubi私奴碑（pri－

vate－owned　slave），　or　the　chen－qie，臣妾，　that　emerged　through　the

soclal　stratification　in　Zhauguo　tyk　wa　Period．　To　be　rnore　concrete，　the

li　chen－qie　punishment　wa＄　effective　to　exc！ude　the　accused　from　the

aristocratic　rank　lik’e　the　ease　of　the　chen－qie　punishment．　So　it　beiongs

to　the　category　of　punishment　on　status　or　honor，　and　we　cannot　find

it　before　the　Zhanguo　Period．　lt　was　a　life　sentence　as　a　rule，　and

was　a　characteristic　punishment　in　Qin　as　well　as　the　punitive　labor

vscThose　term　was　indefinite．

The　Productioh　and　Circulation　of　the　fledong河東

　　　　Pool　Salt　and　the　Hedong　Government　Salt

　　　　　　　　　　Agency　in　the　Tang唐Period

by

Tatsuhiko　Seo

　　It　is　well　kBown　that　the　Hedong　salt　pool　in　the　south－west　of

Shanxi　pt　ts　province　in　China，　which　yielded　abundant｝y　and　had　the

great　consuming　areas　nearby，　played　an　iinportaRt　part　iR　the　popular

life　and　for　the　government　finance．　But　we　have　hardly　known　about

the　Hedong　salt　pool　in　the　Tang　period，　when　the　techn呈que＄and

the　conditions　of　salt　production　were　prepared　．rt，nd　the　salt　mpnopo－

lism　was　formed．　So　in　this　article，　1　dealt　with　the　process　of　salt

（950）




